
 
 
 
 
 
 
 

 
シンポジウム２０２１ 





研究開発センターシンポジウム２０２１ 

テ ー マ 家族介護の実態から介護者支援のあり方を考えよう！ 

公開期間 ２０２２年１月１４日（金）～２０２２年６月３０日（木） 

公開方法 WEB シンポジウム（オンデマンド配信 事前登録制） 

参 加 費  無料 

開催趣旨 

要介護高齢者の増加に伴い、家族介護者も年々増加、2016 年現在で約 700 万人と推計されている（総務省

「社会生活基本調査」）。介護保険制度導入等により、公的サービスによる支援体制は拡充しているものの、

在宅で介護を受けている高齢者のうち主な介護者が親族である者の割合は 70.8%（2016 年）と、配偶者や子

を代表とする家族が大きな役割を担っている状況にある。近年では、18 歳未満の児童による介護（ヤングケ

アラー）の問題、子育てと介護を同時に担うダブルケアの問題、高齢配偶者による老々介護の問題など、介

護者が抱える課題も多様化している。 

こうしたなか、国は地域共生社会の実現に向けた施策を、埼玉県では、全国初となる「埼玉県ケアラー支

援条例（2020 年 3 月 31 日公布）」のもと、ケアラー支援策を展開している。また、各種団体も、家族介護者

支援活動を行っている。ただし、こうした様々な取組や施策が、関係者間で十分には共有できていない状況

でもある。 

そこで、今回のシンポジウムでは、「介護者支援」に焦点を当て、①当事者（ないし当事者の声を代弁出来

る方）、②家族介護者を現場レベルで支援されている方、③支援策を考える立場の行政の方に参加いただき、

家族介護の実態から介護者支援のあり方を総合的に討論した。 

基調講演 

パネルディスカッションの様子 

特別講演 
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プログラム 

 

 

  ■開会のあいさつ    田中 滋（公立大学法人埼玉県立大学 理事長） 

 

  ■第１部 基調講演 

   「家族介護の現状・課題と今後の展望」 

              川越 雅弘(埼玉県立大学大学院／研究開発センター 教授)  

 

  ■第２部 特別講演 

      「国におけるヤングケアラー支援について」 

              笹子 宗一郎氏（厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 課長） 

 

■第３部 シンポジウム 「家族介護者を如何に支えるか」 

講演１「ヤングケアラーについて」 

           井手 大喜氏（草加市議会 議員） 

 

講演２「認知症介護の実態とその家族を支えるために必要な支援」 

花俣 ふみ代氏（公益社団法人 認知症の人と家族の会 副代表理事・埼玉県支部代表） 

 

講演３「NPO による介護者（ケアラー）支援の取組」 

                    村田 惠子氏（認定特定非営利活動法人さいたま NPO センター 専務理事） 

 

講演４「埼玉県におけるケアラー支援への取組」 

藤岡 麻里氏（埼玉県福祉部地域包括ケア課 課長） 

 

講演５「家族介護者をいかに支えるか～大学の立場から～」 

朝日 雅也（埼玉県立大学 学長補佐） 

 

 

  ■パネルディスカッション 

川越 雅弘（座長） 

井手 大喜氏 

花俣 ふみ代氏 

村田 惠子氏 

藤岡 麻里氏 

朝日 雅也 

 

  ■閉会のあいさつ    星 文彦（埼玉県立大学 学長） 
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開会のあいさつ 
 

 

公立大学法人埼玉県立大学 理事長 
 

田中 滋 

 

 

みなさん、こんにちは。埼玉県立大学理事長の田

中滋でございます。このシンポジウムのテーマに深

く関係する国の社会保障審議会会長とその中の介護

給付費分科会長及び福祉部会長も務めております。

埼玉県立大学研究開発センターシンポジウム2021の

開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

本シンポジウムを主催する埼玉県立大学研究開発

センターは、保健医療福祉分野の課題に対して地域

に根差した研究開発を促進する研究拠点として活動

するとともに、広く地域社会に貢献することを目指

して、2016年4月に設置されました。 

以来、設置から現在に至るまで研究開発センター

では、シンポジウムに登場する川越教授を中心に地

域包括ケアシステムの構築・進展に向けた研究や活

動に取り組んでまいりました。 

今回のシンポジウムのテーマである「家族介護の

実態から介護者支援のあり方を考える」という視点

も、地域包括ケアシステムの進化・発展にとって大

変重要なテーマです。 

2000年の介護保険制度導入以降、介護保険給付

サービスによる要介護者支援体制は拡充してきまし

た。しかしながら、介護保険給付サービスとは異な

る、日常生活の支援を受け持つ配偶者・パートナー

や子供、更には孫などの家族がケアラーとして大き

な役割を担っている面は否定できません。 

 また、18歳未満が介護を行うヤングケアラーの問

題、子育てと介護を同時に行うダブルケアの問題、

高齢配偶者による老々介護の問題、8050などの複合

課題など、日本の家族が抱える課題も多様化してい

ます。そこで、今回のシンポジウムでは「介護者支

援」に焦点を当て、テーマとして取り上げました。 

具体的には介護者支援に関わる国の施策を踏まえ

たうえで、ケアを担当する家族当事者とその関係者

を交え、介護者支援のあり方や今後の展開について

討論を行います。 

ご覧いただいている皆様にとって、本日の講演や

パネルディスカッションが、これからの業務や研究、

あるいは学修の参考となれば幸いです。この課題に

対する社会的支援の進展を皆で進めてまいりましょ

う。よろしくお願いいたします。 

－　　－35



 

 

 

Saitama Prefectural University ■ 研究開発センターシンポジウム2021 ■ 

第１部：基調講演 
 

「家族介護の現状・課題と今後の展望」 
 

埼玉県立大学大学院／研究開発センター 教授 
 

川越 雅弘 

 

埼玉県立大学の川越と申します。それでは、家族

介護の現状・課題と今後の展望について話をしてい

きたいと思います。 

内容は、大きく3点です。1点目は家族介護の現状

についてです。要介護高齢者がいる世帯の状況はど

うなっているのか、介護を行っている家族の状況は

どうなっているのか、主介護者による介護の実態は

どうなっているのか。こうした家族介護の現状につ

いて、 初に整理していきたいと思います。 

2点目は、家族介護者の困りごとは何か、必要とし

ている支援は何かについてです。これに関しては、

昨今話題となっているヤングケアラー、および認知

症の家族を例に整理していきたいと思います。 

後の3点目では、家族介護者を地域全体で支える

ためにはどうしたらよいかについて、私見を述べた

いと思います。 

それでは、1点目の家族介護の現状についておさえ

ていきます。 

まず、要介護者がいる世帯の状況をみていきたい

と思います。このスライドは、2001年、2010年、2019

年の3時点の要介護者がいる世帯の状況の推移を示

したものです。要介護者のいる世帯のうち、単独世

帯が占める割合は年々増加し、2019年現在で28.3％

となっています。また、夫婦のみ世帯の割合をみる

と、2019年時点で22.2％となっています。したがっ

て、2019年時点で、単独世帯と夫婦のみ世帯が、要

介護者がいる全世帯の約半数を占めています。 

また、夫婦のみ世帯を除く核家族世帯の割合も増

加傾向にあります。他方、3世代世帯は急激に減って

きています。このように、要介護高齢者を支える家

族の状況は、大きく変化しています。 

次に、家族介護数の推移や家族介護者の特性につ

いてみていきたいと思います。 

このスライドは、2001年から2016年の間の要介護

者数および家族介護者数の推移を示したものです。

なお、ここでの家族介護者とは、15歳以上です。 

要介護高齢者数は年々増加しています。これに連

動する形で、家族介護者数も増加傾向にあり、2016

年時点で698万7千人となっています。この数字は、

2011年に比べ、15万8千人の増加となっています。 

ここで、2016年の家族介護者約700万人を性別にみ

ると、女性が約6割を占めています。また家族介護者

の年齢分布を性別にみると、「60代」が も多く、

次いで「50代」という状況で、60歳以上が占める割

合は、男女とも約半数となっています。なお、男性

介護者の5.1％に相当する14.1万人、女性介護者の

2.8％に相当する11.7万人が「30歳未満」となってい

ます。 

次に、要介護高齢者と介護者の関係性をみていき

たいと思います。このスライドは、2001年、2010年、

2019年の3時点の、要介護者からみた主介護者の続柄

別割合の推移を示したものです。 

「同居の配偶者」をみると、3時点とも約25％で、

「同居の子」も約20％で推移しています。構成割合

が変化しているのは「同居の子の配偶者」と「別居

の家族」で、前者は年々減少、後者は年々増加して

います。したがって、現在、「同居の配偶者」「同

居の子」「別居の家族」が、家族介護の主体となっ

ているのです。 

次に、要介護度別に主介護者の状況をみていきま

す。要支援1から要介護4までは、主介護者は「子」

が も多くなっています。ただし、「子」の割合が

も多いのは要介護1で、要介護2以降、この割合は

徐々に減少していきます。逆に、配偶者の割合は、

要介護度が重度になるにしたがって徐々に増加し、

要介護5では、配偶者の割合が も高い状況となって

います。 

要は、要介護1程度であれば、同居ないし別居の「子」

でもある程度介護ができるのですが、排泄などの高

頻度の介護が必要となる要介護3以上になってくる

と、「子」による介護は厳しくなってきて、結果的

に、「同居の配偶者」あるいは「介護事業者」によ

り介護が行われるようになっていると推察されます。 

次に、主介護者の介護状況をみていきたいと思い

ます。このスライドは、要介護度別にみた主介護者

の介護時間を表したものです。要介護2までは、約半

数は、「ほとんど必要なときに手を貸す程度」となっ

ていますが、要介護3以上になってくると、「ほとん

ど終日」が 多となっています。このデータから、

要介護3から介護の頻度や負荷が高まってきて、終日

介護が必要な状況になっていると推察されます。 

次に、主介護者が行っている介護内容、不安に感
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じている介護内容をみていきたいと思います。主介

護者の介護内容をみると、「その他の家事」が も

多く、次いで「食事の準備」「金銭管理・諸手続き」

「外出への付添・送迎」の順となっています。 

一方、主介護者が不安に感じている介護をみると、

「認知症状への対応」が も多く、次いで「夜間の

排せつ」「外出への付添・送迎」の順となっていま

す。これらデータから、認知症状のある方に対する

介護、夜間の排せつに対する介助が必要な方への介

護などにかなり負担を感じている、不安を感じてい

る状況がみて取れます。 

以上、家族介護者の状況、家族介護の実態につい

て整理してみました。要介護者がいる世帯をみると、

約3割が単独世帯、約2割が夫婦のみ世帯となってい

ます。今後、85歳以上高齢者の人口が2040年にかけ

て増加していきますが、これに伴って、単独世帯は

さらに増加していくと予想されています。したがっ

て、地域全体、社会全体で、家族介護力が低い要介

護高齢者とその家族を支えていくための施策を、今

後強化していかなければならないと思います。 

次に、家族介護者の状況ですが、2016年時点の家

族介護者数は約700万人で、そのうち約26万人が30歳

未満です。家族介護者の年齢をみると、約半数が60

歳以上、約1割が30代以下という状況になっています。

老々介護の問題、若い世代による介護の問題の両方

への対策をより強化していく必要があると思います。 

また、主介護者をみると、「同居の配偶者」の割

合は年々減少し、2019年時点で1割を下回る状況と

なっています。その結果、現在、「配偶者」「同居

の子」「別居の家族」で、主に家族介護を担ってい

る状況となっているのです。 

主介護者を要介護度別にみると、要介護4までは

「子」の割合が 多ですが、その割合のピークは要

介護1で、要介護度が重度になるにしたがって、徐々

にその割合は減少しています。他方、「配偶者」の

割合は、要介護度が重度になるにしたがって増加し

ているという状況がみられました。 

これら結果から、高頻度の介護が必要となる要介

護3以上になると、「同居や別居の子」による介護が

困難化し、その代わりに同居の配偶者などが介護を

担わざるを得ない状況に置かれているという実態が

みてとれるわけです。 

また、介護時間や介護内容をみると、要介護2まで

は「必要なときに手を貸す程度」ですが、要介護3か

らは「ほとんど終日」が 多となっていて、要介護

度が重くなるにしたがって、「ほとんど終日」が占

める割合が高まっていました。 

また、主介護者が不安に感じる介護内容では、第

1位が「認知症状への対応」、第2位が「夜間の排せ

つ」、第3位が「外出への付添・送迎」でした。 

以上が、現在の家族介護者の状況、家族介護の現

状ということになります。 

次に、家族介護者は何に困っているのか、またど

ういった支援を必要としているのか、これらをヤン

グケアラーに関する過去の調査、認知症の家族を対

象とした過去の調査から、少し整理をしていきたい

と思います。 

このスライドは、埼玉県が行ったヤングケアラー

に関する実態調査結果から抜粋したものです。ヤン

グケアラーが困っていることは何か。1つは、学校生

活への影響で、上位5項目は、第1位が「ケアについ

て話せる人がいなくて孤独を感じる」、第2位が「ス

トレスを感じている」、第3位以降が「勉強時間が十

分に取れない」「自分の時間が取れない」「睡眠が

不足している」などでした。 

また、調査を通じて感じたこと、学校や行政に求

める支援、悩みや要望などの自由記載をみると、「勉

強への負担が大きかった」とか、逆に、「ヤングケ

アラーと分かって、学校の中で気を使われたりする

と、息抜きの場である学校までも失ってしまうとい

う怖さがある」とか、「気軽に相談ができる場所と

かサイトなどをつくったほうが良いのではないか」

とか、「学校の中で悩み事を相談することはなかな

か難しい部分があるので、相談しやすいような雰囲

気を学校の中でもつくっていく必要があるのではな

いか」などの意見もみられました。 

これら調査結果から、「ケアのことだけではなく、

さまざまなことを学校以外で相談できる大人がいる

こと」「信頼できる大人がいること」が重要ではな

いかということがわかります。また、ヤングケアラー

が行っている家事や通院同行などの介護を代替でき

る、ないしは支援できる体制・仕組みづくりも、今

後必要になってくると思います。あわせて、学校の

中で、ケアないしは介護者に対する理解を深めてい

くことも重要な対策の１つと思われます。 

次に、認知症の人の家族に対する調査から、認知

症の人の家族が困っていること、ないしは現在の気

持ちを整理していきたいと思います。 

生活面の影響のうち、上位5項目をみると、第1位

が「気が休まらないこと」、第2位が「自分の時間を

持つことができないこと」、第3位以降が「外出がで

きない」「思うように家事に手が回らない」「留守

をみてくれる人がいない」などでした。 

また、現在の気持ちとしては、「漠然とした不安

がある」「イライラする」「気持ちが落ち込む」「何

かに集中することができない」「怒りっぽい」など

が挙げられていました。 

これら結果から、認知症の人の家族が気軽に相談

をできる体制・仕組みが必要であること、そして、

認知症とその家族に対する社会の理解を深めること
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が必要であることがわかりました。 

ヤングケアラーの場合と同様、「気軽に相談でき

る・話を聞ける状態や状況を作る」ことが共通して

必要なことであろうと推察されます。また、家族を

支援している方々に対する社会の理解、ケアに対す

る理解、認知症に対する理解、こうしたことを深め

ていくことも共通事項かと思います。 

一方、認知症の場合、多くは介護保険の対象とな

り、介護保険サービスを利用できる状況にあります。

他方、ヤングケアラーの場合、支援の仕組みが十分

ではなく、支援が十分には行き渡っていないという

違いがあります。したがって、ヤングケアラーが行っ

ている介護を支援する仕組みを別途検討していく必

要があると思います。 

後に、家族介護者を地域全体で支えるためには

何が必要なのか、国の動向も意識しながら、 後に

コメントしたいと思います。講演の 初の方でも紹

介しましたが、介護保険がスタートした当初に比べ、

3世代世帯が、当初の約4割から約1割程度にまで減少

しています。 

こうした世帯構造の変化により、今まで家族内で

行われていた介護や育児などができなくなってくる。

ちょっとした日常の手助けを家族から受けることが

できなくなってくる。 

このように、家族の規模や家族内の関係性が変化

し、その機能が低下していくわけですから、当然、

それを補完していくことが必要となってくるわけで

す。血縁、地縁、社縁が弱まるなかで、社会のさま

ざまな資源と新たにつながっていく状況を作ってい

かなければならない。ですから、ボランティアや民

間企業などを含めた新たな縁を作っていく、支え手・

受け手といった枠を超えて、お互いが支えたり支え

合ったりという関係性で成り立つような地域共生社

会の実現を見据えた取組をこれからどんどん展開し

ていかないといけないのです。 

総人口が減少していく中で、2040年にかけて、85

歳以上高齢者の人口増加と若い世代の人口減少が同

時進行していきます。その影響を受けて、3世代世帯

の減少や単独世帯の増加など、家族構成も変化して

います。こうした社会情勢の変化のもと、新たなつ

ながりや支え合いを構築していかないといけない、

地域の中のさまざまな資源を活用して、家族介護者

を支援していく施策も今後強化していかないといけ

ないといった状況に置かれているわけです。 

では、家族介護者を地域全体で支えるための要件

とは何でしょうか。 

1点目は、「気軽に相談できる相手がいて、そうし

た相手にアクセスしやすいこと」が挙げられるかと

思います。例えば、要支援・要介護高齢者であれば、

地域包括支援センターないしはケアマネジャーが窓

口となって、さまざまな形で対応がとれる状況には

なっています。認知症高齢者に関しても、いろいろ

な相談がケアマネジャーなどにきているわけです。 

ヤングケアラーの問題でも同様です。何かあれば

相談ができる大人がいて、SNSなどを使って相談が気

軽にできる状況を作るといった対策、そうしたこと

が今後必要になってくると思います。 

2点目は、相談内容やニーズに適切に対応できる人

がいることです。 

介護者のニーズには、「話を聞いてほしい」といっ

たレベルから、「困っていることを具体的に解決し

てほしい」といったレベルまであります。前者の場

合は、寄り添い型の支援ができる人が必要というこ

とになります。例えば、同じような経験を有する人

などでしょうか。ただし、こうした寄り添い型の支

援というのは、専門職は意外と苦手な領域かと思い

ます。他方、困っていることを具体的に解決してほ

しいといった場合は、専門職の力が必要になります。

こうした支援者がいること、また、支援を必要とす

る人と多様な支援者をマッチングするコーディネー

ターがいることも非常に重要となると思います。 

3点目は、介護者の相談内容やニーズに合わせて、

適切な対応者につなぎ、具体的に課題解決につなげ

ることができることです。資源を知っているだけで

は不十分です。相談内容に適切に対応できる方々に

適切につなぐことができる必要があります。した

がって、相談を受ける人は、2点目で述べたような多

様なニーズに対応できる支援者、さまざまなレイ

ヤーの支援者というものを知っていて、そうした

方々に、相談内容に応じて適切につないでいくとと

もに、これら支援者と協働しながら、具体的に解決

に結び付けていく力、コーディネート能力やマネジ

メント能力も求められてくることになるかと思いま

す。 

現在、厚生労働省は、さまざまな形で自助・互助・

共助・公助の仕組みを作ろうとしています。これま

では、主に、社会保障制度の構築を通じて、共助・

公助部分をつくり込んできました。しかしながら、

支援を要する人々のニーズは多岐にわたります。こ

のスライドの横軸にあるような、突然の困り事に対

する支援、日常生活に必要なことに対する支援、人・

社会とのつながりを促すような支援、そして暮らし

に必要な特別な助けといった支援など、さまざまな

支援ニーズが存在するわけです。 

これまで、国・都道府県・市町村は、どちらかと

いうと提供体制の構築、提供主体から物事を考えて

きたかと思います。特に、共助・公助部分の仕組み

づくりを行ってきた。これが今までの社会保障の流

れなのです。ところが、これから必要になってくる

のは、ニーズに応じて体制を地域単位で考えるとい
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うことです。ですから、提供主体や事業から物事を

考えていくということに慣れている行政の思考や手

法を、ニーズに応じてサービス提供体制を考えると

いった思考に変えられるかどうかといった点も、実

は重要なポイントだと思っています。 

このことは、家族介護者の支援の場合も同様です。

家族介護者がどんなニーズ、困りごとを抱えている

か。そうした困りごとに応じた解決策を、多様な関

係者を交えて課題解決につなげていかないといけな

いわけです。 

こうした動きの中で重要な役割を担うのが、NPO、

社会福祉法人、社会福祉協議会、生協など、さまざ

まな地域の中における福祉活動を行っている主体の

方々です。こうした方々を巻き込んでいきながら、

家族介護者が必要としている支援を面的に展開して

いくということも、これから地域ごとに求められて

くるということになるわけです。 

これが最後のスライドになります。 

今、厚生労働省は、地域が抱えている課題ごとに

関係者に集まってもらって、解決策を検討すると

いったプラットフォームの構築を目指しています。 

その過程のなかで、住民にしてもらうこと、NPOや

社会福祉法人にしてもらうこと、医療・介護という

専門職の方々にしてもらうこと、そして、そうした

方々が活躍できるような状況を側面から支援する自

治体の関与、こういったことがこれから必要になっ

てきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうしたプラットフォームを活用しながら、多主

体参加による課題解決、家族介護者であれば、家族

介護者が抱えている困りごとの解決を図っていく。

こういった取組を、市町村単位で展開することが求

められてくる。 

高齢者を主対象とした地域包括ケアの構築から、

全世代対象の、多主体協働による地域共生社会の実

現の時代へと入っていくということになります。こ

れを実現するためには、提供体制や事業といった枠

組みから入るのではなく、支援を必要とする人が抱

えるニーズから出発し、その実現のために何が必要

かを考え、誰がどの部分を担うのかといった役割分

担を考え、実行し、みんなで課題解決を図っていく。

こうした取組を今後進めていくことが、地域の方々

には求められているということをご理解いただけれ

ば幸いかと思います。 

以上、家族介護者の現状、家族介護者はどのよう

な困りごとを有しているのか、どういった支援を求

めているのか。そうした困りごと、求めている支援

を地域単位で実現するためには、今後何をしなけれ

ばならないのかについて、私見を含め述べさせてい

ただきました。私の講演は以上です。ご清聴ありが

とうございました。 

 

－　　－39
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「家族介護の実態から介護者支援のあり方を考えよう！」
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家族介護の現状・課題と今後の展望

1

【内容】
１. 家族介護の現状
１）要介護者がいる世帯の状況
２）介護をしている家族の状況
３）主介護者による介護の実態

２. 家族介護者の困りごとと必要としている支援
ーヤングケアラー、認知症の家族を例にー

３. 家族介護者を地域全体で支えるために

1. 家族介護の現状

2

1）要介護者がいる世帯の状況

3 出所）厚⽣労働省：国⺠⽣活基礎調査より作成

要介護者がいる世帯の状況

図1-1. 要介護者がいる世帯の状況の推移

4

 要介護者のいる世帯のうち、単独世帯が占める割合は年々増加し、2019年で28.3％となっている。
 夫婦のみ世帯の割合も年々増加し、2019年で22.2％となっている。
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注．核家族世帯(夫婦のみ世帯除く)とは、夫婦と未婚の子のみの世帯、一人親と未婚の子のみの世帯のこと。

2）介護をしている家族の状況

5

家族介護者数及び特性について

6
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出所）総務省統計局「社会⽣活基礎調査」より作成

15歳以上の家族介護者数の推移

図2-1. 要介護者数及び家族介護者数(15歳以上)の推移
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 2016年の15歳以上の家族介護者数は698万7千人で、2011年に比べ、15万8千人増加していた。
 2016年の家族介護者を性別にみると、女性が60.3％を占めていた。

出所）総務省統計局：2016年社会⽣活基礎調査より作成

15歳以上の家族介護者の性別にみた年齢分布の状況

図2-2. 性別年齢階級別にみた家族介護者数(2016年)

8

 家族介護者の年齢をみると、男女とも、60代が最も多く、次いで50代の順であった。
 60歳以上の割合は、男女とも約半数であった。
 男性介護者のうち14.1万人(5.1％)が、女性介護者のうち11.7万人(2.8％)が30歳未満であった。
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【60歳以上の割合】
・男性：51.5％
・女性：47.7％
【30歳未満の割合】
・男性：5.1％
・女性：2.8％

主介護者について

9 出所）厚⽣労働省：国⺠⽣活基礎調査より作成

主介護者の推移

図2-3. 主介護者の構成割合の推移
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 2019年の主介護者をみると、「同居の配偶者」23.8％、「同居の子」20.7％、「不詳」19.6％、「別居の
家族等」13.6％、「事業者」12.1％、「同居の子の配偶者」7.5％の順であった。

 同居の子の配偶者の割合は年々減少、他方、別居の家族等の割合は年々増加していた。
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出所）厚⽣労働省：2019年国⺠⽣活基礎調査より作成

要介護度別にみた主介護者の状況

図2-4. 要介護度別にみた主な主介護者の構成割合
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 主な介護者の構成割合を要介護度別にみると、要支援1〜要介護4では「子」「配偶者」の順、要
介護5では「配偶者」「子」の順であった。

 「子」の割合は要介護1がピークで、要介護度が重度になるにしたがって減少していた。
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要介護度別にみた主介護者の介護時間

図3-1. 要介護度別にみた主介護者の介護時間

13

 要介護2までは「必要時に手をかす程度」が、要介護3からは「ほとんど終日」が最も多くなっていた。
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出所）厚⽣労働省：2019年国⺠⽣活基礎調査より作成

主介護者が実施している介護／不安に感じる介護について

図3-2. 主介護者が行っている介護内容
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 主な介護者が不安に感じる介護をみると、第1位は「認知症上への対応」、第2位は「夜間の排泄」、
第3位は「外出付添・送迎」の順であった。

出所）厚⽣労働省：在宅介護実態調査の集計結果(2020.8)より引用
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図3-3. 今後の在宅生活の継続に向けて、
主介護者が不安に感じる介護内容

家族介護者の状況／家族介護の現状（まとめ）

15

【要介護者がいる世帯について】
• 要介護者のいる世帯の約3割が単独世帯、約2割が夫婦のみ世帯であった。

【家族介護者の状況】
• 2016年の家族介護者数は約700万人で、うち約26万人が30歳未満であった。
• 年齢をみると、男女とも「60代」「50代」「70歳以上」の順で、約半数が「60歳以上」、
約1割が「30代以下」であった。

• 主介護者をみると、「子の配偶者」の割合は年々減少し、2019年時点で1割を下
回っていた。「配偶者」「同居の子」「別居の家族等」で介護を担っている状況であった。

• 主介護者を要介護度別にみると、「子」の割合は要介護1がピークで、要介護度が重
度になるにしたがって減少していた。他方、配偶者の割合は要介護度が重度になるに
つれて増加していた。

【介護時間／介護内容について】
• 介護時間をみると、要介護2までは「必要時に手をかす程度」が、要介護3からは「ほと
んど終日」が最も多くなっていた。

• 主な介護者が不安に感じる介護内容をみると、第1位は「認知症状への対応」、第2
位は「夜間の排泄」、第3位は「外出付添・送迎」の順であった。

2. 家族介護者の困りごとと必要としている支援
ーヤングケアラー、認知症の家族を例にー

16

ヤングケアラーが困っていること／必要としている支援について

17

１．学校生活への影響（影響ありと回答した者の上位5項目）
• 第1位「ケアについて話せる人がいなくて孤独を感じる」19.1％
• 第2位「ストレスを感じている」17.4％
• 第3位「勉強時間が充分に取れない」10.2％
• 第4位「自分の時間が取れない」9.8％
• 第5位「睡眠不足」8.7％

２．感想、学校や行政に求める支援、悩みや要望（主な自由記載）
• 勉強への負担が大きかった。
• ヤングケアラーだとわかって、変に気を使われたりすると、息抜きの場である学校までも失っ
てしまう。

• 気軽に相談できる場所やサイトなどを作ったほうが良いと思う。
• 学校の先⽣とかに悩み相談とかしづらいから、相談しやすいような雰囲気をつくってほしい。

 学校以外で、ケアだけでなく、様々なことを相談できる大人がいることが重要。
 ヤングケアラーが行っているケアを代替できる／支援できる体制や仕組みが必要。
 学校内で、ケア及び介護者に対する理解を深めることが必要。

出所）埼玉県：ケアラー及びヤングケアラー実態調査の結果についてをもとに作成

認知症の人の家族が困っていること／現在の気持ち
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１．生活面への影響
• 第1位「気が休まらない」52.2％
• 第2位「自分の時間が持てない」38.7％
• 第3位「外出できない」27.1％
• 第4位「家事が思うように手がまわらない」23.2％
• 第5位「留守をみてくれる人がいない」22.5％

２．現在の気持ち
• 第1位「漠然とした不安がある」45.5％
• 第2位「イライラする」32.7％
• 第3位「気分が落ち込む」25.6％
• 第4位「何かに集中できない」20.2％
• 第5位「怒りっぽい」19.0％

 気軽に相談できる体制や仕組みが必要。
 認知症及び認知症の家族に対する社会の理解を深めることが必要。

出所）公益社団法人認知症の人と家族の会：令和元年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「認知症の人と家族の思いと介護状況および市⺠の
認知症に関する意識の実態調査」より作成
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3. 家族介護者を地域全体で支えるために

19 20

家族介護者を支えるための「新たなつながり」の構築に向けて

出所）厚⽣労働省：令和2年度厚⽣労働白書ー令和時代の社会保障と働き方を考えるー［概要］を一部改変

 こうした枠組みの中で、地域の様々な資源を活用した、家族介護者への支援策を展開する
必要がある。

家族介護者を地域全体で支えるための要件とは

21

1. 気軽に相談できる相手があり、そこにアクセスしやすいこと
• 要支援・要介護者であれば、地域包括支援センターやケアマネジャーが窓口
になって対応がとれる状況になっている。

• ヤングケアラー問題でも、同様に、何かあれば相談できる大人がいて、SNSな
どを使って、相談が気軽にできる状況を作るといった対策が必要となる。その
ためには、ヤングケアラーと信頼できる大人をつなぐことも必要になる。

2. 相談対応者が、地域の様々な資源の機能を知っていて、かつ、つながれる状
況にあること

• 1で相談を受ける人がいたとしても、その人だけでは相談内容に対応しきれな
い場合がある。介護者のニーズには、①話を聞いて欲しいレベル、②困ってい
ることを解決して欲しいレベルがある。前者では「寄り添い型」の支援者が
（同じ経験を持つ人など）、後者では「課題解決型」の支援者（専門職な
ど）が必要となる。

3. 介護者の相談内容やニーズに合わせて、適切な対応者につなぐことができること
• 相談を受ける人は、2のような多様なニーズに対応できる支援者を知っていて、
適切につないでいくといったコーディネート力が求められることになる。

22

担い手と住み慣れた地域で暮らし続けるために必要な要素の関係図
ー「提供主体から考える」から「ニーズに合わせて体制を考える」に思考を変えられるか？ー

出所）令和2年度厚⽣労働白書ー令和時代の社会保障と働き方を考えるー［概要］より引用

出所）厚⽣労働省：第147回 市町村職員を対象とするセミナー「地域共⽣社会の実現に向けた動きと⽣活困窮者自立支援制度について」，パネルディスカッション資料より引用

今後求められるのは、プラットフォームを活用して、
「多主体参加による家族介護者の困りごとの解決」を図っていくこと

23

NPO等の支援者
やコーディネーター
の活動をサポート

する役割
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皆さん、こんにちは。厚生労働省老健局で認知症

施策・地域介護推進課長をしております、笹子と申

します。本日は1時間ほどお時間頂きまして、国にお

けるヤングケアラー支援についてご説明をさせてい

ただきます。 

国の宝である子どもが、しっかりと人生を楽しん

で生き切っていただくという環境を整えていくとい

うのは、私たち大人の責務だと思っています。私は

高齢者介護を所管する立場でヤングケアラーの問題

に関わっておりますけれども、今回の講演に当たっ

ては、子ども家庭局をはじめとする各所から資料を

提供してもらって、全体として国におけるヤングケ

アラー支援についてご説明できる資料にしたつもり

です。まだこの支援は始まったばかりではあります

けれども、大きな転換点にあるとの観点から、ご説

明をさせていただきたいというふうに思います。 

ヤングケアラーとは何か、でございますけれども、

一般社団法人日本ケアラー連盟がお作りいただいて

いる資料でございます。一般に、本来大人が担うと

想定されている家事や家族の世話などを日常的に

行っている子どもをいうということで、イメージが

幾つかございますけれども、左の上から、障害や病

気のある家族に代わって、買い物・料理・掃除・洗

濯などの家事や幼いきょうだいの世話をされている

方。障害や病気のあるきょうだいの世話や見守りを

する方。目を離せない家族の見守りや声掛けなど、

そういった気遣いをしている、こうした方もヤング

ケアラーです。 

昨今、外国の方が日本に来られるということも増

えておりますけれども、日本語が第1言語ではない家

族などに対して通訳をする方もヤングケアラーです。

さらに、家計を支えるために労働をして障害や病気

のある家族を助けている方、アルコール、薬物、ギャ

ンブル問題を抱える家族に対応している方、がんと

か難病とか精神疾患、慢性的な病気のご家族への看

病をしている方。障害や病気のある家族の身の回り

の世話をしている方や入浴、トイレの介助をしてい

る方を含め、さまざまなヤングケアラーの形態が、

これに限らずあろうかと思います。本来大人が担う

と想定されている家事、家族の世話などを日常的に

行っている子どもに関して、大きな問題意識を持っ

ているということです。 

この資料は、令和元年に三菱UFJリサーチ＆コンサ

ルティング株式会社が行った、ヤングケアラーへの

早期対応に関する研究で作成されたガイドラインで、

支援の必要性からさまざまな課題に至るまで整理を

していただきました。特に3つ目のヤングケアラーを

把握するためのアセスメント部分ですが、まずはヤ

ングケアラーがいらっしゃるということをどう探知

するのか、見つけてくるのかということが重要だと

思いますので、このアセスメント項目を整理してい

ただいたというのは一つ大きな成果というふうに思

います。 

2ページ目の下にございますけれども、アセスメン

ト項目の例ということで、本来守られるべき子ども

の権利が守られているかという観点からの項目、家

族状況はどうなのか、ヤングケアラーである子ども

の状況はどうなのか、子ども本人の意識や意向、子

ども自身がヤングケアラーだと思っていないという

ようなこともありますので、そういった認識を持っ

てアセスメントをしていくというようなことも重要

だということを、まとめていただいております。こ

ういった知見も活用しながら、実際にヤングケア

ラー対応を進めていければというふうに思っていま

す。 

では、実態はどういうことになっているのかとい

うことでありますが、令和2年度に実態調査をしてい

ただきました。子ども子育て支援推進調査研究事業

における調査対象・方法などは資料でご覧いただけ

るとおりで、学校と中高生それぞれに対してアン

ケート調査、中高生に対してはウェブ調査をしてい

ただいています。例えば中学校であれば、全国の公

立中学校の1割の1,000校を層化無作為抽出し、回収

率75.4％となっています。定時制と通信制はサンプ

ル数が少ないため参考値ということでありますけれ

ども、そういった母集団であります。また、中高生

については中学校2年生で回収率5,500人強、全日制

の高校2年生で7,407名ということで、一定のボ

リュームの中で調査をさせていただいたということ

であります。その結果について、これから幾つか資

料が続きます。 

学校に対しまして、ヤングケアラーに該当すると
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思われる子どもの有無について質問したところ、中

学校・全日制・定時制・通信制のいずれの学校種で

も、「いる」が最も多くて、定時制高校では70.4%、

通信制高校では60%という結果でありました。さらに

「ヤングケアラーと思われる子どもがいる」と回答

した学校に、子どもの状況について質問させていた

だくと、複数回答でありますが、いずれの学校種で

も、「家族の代わりに幼いきょうだいの世話をして

いる」が最も多く、次いで、「障害や病気のある家

族に代わって、買い物・料理・洗濯・掃除などの家

事をしている」が多かったです。全日制高校では、

「家族の通訳をしている」が3割～4割程度見られた

というのも特徴かと思います。 

「ヤングケアラーと思われる子どもがいる」と回

答した学校に、学校以外の外部の支援につないだ

ケースがあるのかと質問したところ、全日制高校で

は、「つないでいない」と、「学校内で対応してい

る」というご回答が6割程度ということでありました。

中高生に対して、世話をしている家族の有無につい

て質問したところ、「世話をしている家族がいる」

と回答したのが、中学校2年生で5.7％、全日制の高

校2年生で4.1％、定時制や通信制の高校生ですと

10％近くという、そういった結果でありました。「世

話をしている家族がいる」と回答した中高生ご本人

に、世話を必要としている家族がどういった方なの

かというふうにお伺いすると、いずれの学校種でも、

きょうだいが最も多く、特に中学校の2年生の方は

きょうだいの割合が多く、6割を超えていました。 

世話を必要としている家族が「父母」と回答した

中高生に、父母の状況を質問いたしますと、中学校

2年生、全日制の高校2年生は、「身体障害」とお答

えになった方が最も多いということでありました。

その他、精神疾患、要介護、そういったお答えもあ

りましたけれども、身体障害が最も多かったという

ことであります。世話を必要としている家族が「父

母」と回答した中高生の皆さんに、世話の内容につ

いて質問すると、いずれの学校種においても、食事

の準備・掃除・洗濯といった家事が最も多いという

結果になり、次いで、赤囲いしておりますが、感情

面のサポートですね、愚痴を聞くであるとか、話し

相手になる、こういったお答えがその次に多かった

ということであります。 

世話を必要としている家族が「祖父母」と回答し

た中高生に、祖父母の状況を質問すると、いずれの

学校種においても、「高齢（65歳以上）」が最も多

く、「要介護（介護が必要な状態）」、「認知症」、

が多いという結果でございました。また、「祖父母」

と回答した中高生に、その世話の内容を質問したと

ころ、中学校2年生と全日制の高校2年生は、「見守

り」が最も多いということでありますけれども、全

般としては家事が多いということでありました。 

続きまして、世話を必要としている家族として、

「きょうだい」と回答した中高生にその状況を伺い

ますと、いずれの学校種でも、「幼いきょうだい」

というものが最も多く、次いで「知的障害」の割合

が1～2割程度という結果でございました。さらに、

そのきょうだいに対する世話の内容について質問す

ると、中学校、定時制高校の2年生相当は、「見守り」

が最も多いということでございました。 

「世話をしている家族がいる」と回答した中高生

にその頻度について質問いたしますと、いずれの学

校種でも、「ほぼ毎日」が最も多いという結果であ

りました。さらに、「世話をしている家族がいる」

と回答した中高生に、世話をしている家族ごとに頻

度を質問いたしますと、きょうだいについては、ほ

ぼ毎日世話をしている割合が約6割ということで、最

も多かったというものであります。 

「世話をしている家族がいる」と回答した中高生

に平日1人当たりに世話に費やす時間についてご質

問したところ、いずれの学校種でも、「7時間以上世

話に費やしている」とご回答されたのが約1割から2

割、学校種別平均は、中学校2年生で4時間、全日制

高校2年生は3.8時間、4時間近くということで、4時

間近くというのがデータでございました。さらに、

世話をしている家族ごとに平均1日当たりで世話に

費やす時間についてご質問したところ、きょうだい

については3時間から7時間未満、7時間以上の割合が

他と比べて高いという結果でありました。 

中高生に、「世話をしているためにやりたいけれ

どできていないこと」についてご質問しました。「特

にない」というのが最も多くなっているということ

でございますが、「自分の時間が取れない」がその

次に多くなっています。 

「世話をしている家族がいる」と回答した中高生

に、世話について相談した経験の有無についてご質

問したところ、いずれの学校種でも、「相談した経

験がある」が2割から3割、「ない」が5～6割という

ことで、「ない」というご回答が最も多いというこ

とであります。「相談経験がある」とご回答された

中高生に、相談相手についてご質問したところ、家

族、父母・祖父母・きょうだいが最も多く、次いで

友人が多いということでありました。学校の先生や

SNSでの知り合い、こちらについても1割前後ご回答

があったということであります。 

 「世話について相談した経験がない」と回答した

中高生に、その理由について質問いたしますと、「誰

かに相談するほどの悩みではない」が最も多く、次

いで、「相談しても状況が変わるとは思わない」が

高いということであります。 

この調査結果を見ますと、やはりこういう認識を
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お持ちのヤングケアラーの方に、なんとか相談して

もらうという環境を整備していくというのは本当に

重要だなというふうに思います。「世話をしている

家族がいる」と回答した中高生に、学校や大人に助

けて欲しいこと、必要な支援についてご質問したと

ころ、通信制の高校生を除きまして、「特にない」

が約4割ということで、あまり期待してないというこ

とですね。それ以外では、「学校の勉強や受験勉強

など学習のサポート」「自由に使える時間が欲しい」

が高いという結果でありました。 

 中高生が、自分がヤングケアラーに当てはまるか、

当てはまると思うかについて質問したところ、中学

校2年生、高校2年生、「当てはまる」が2％でありま

した。いずれの学校種でも、「分からない」が1割～

2割ということで、ご自身がヤングケアラーに当ては

まっていると認識されている方が極めて少ないとい

うことが分かりました。 

ヤングケアラーの認知度についてご質問しました。

「聞いたことがない」が8割以上を占めるという結果

であります。 

 今、少しお時間を頂いて、実態をご説明いたしま

した。やはりまずは実態をしっかりと把握して、国

もそうですけれども、地域において把握していただ

いて支援につなげていくということが重要だと思い

ます。 

こういった状況を踏まえて、国のほうでもヤング

ケアラーの支援に向けたプロジェクトチームという

ものを立ち上げ、令和3年の3月に第1回を開催いたし

ました。厚生労働省の副大臣がトップになるだけで

はなくて、学校を所管する文部科学大臣の副大臣も

共同議長としてお入りいただき、両省の関係部局全

てが構成員として参加しているというのがポイント

です。このプロジェクトチームにおいて、両副大臣

のリーダーシップの下で調査研究の報告がなされ、

さらには関係者のヒアリングを経て、5月17日に取り

まとめがなされました。その取りまとめを踏まえて、

令和4年度の政府の概算要求につなげていくという

ことで、9月にはその令和4年度の概算要求の状況に

ついてプロジェクトチームに報告をするという動き

がございました。 

まずはそのプロジェクトチームの報告書の概要を

ご説明したいと思います。資料に「プロジェクトチー

ムで把握した課題」とございますけれども、福祉、

介護、医療、学校など、関係機関におけるヤングケ

アラーに関する研修などが十分ではない、教職員や

専門職のヤングケアラーの概念の認知度も高くない、

そういった課題があります。続きまして、2つ目の丸

にありますが、それぞれの地域での実態を踏まえて

きめ細やかな支援を行う必要があるが、地方自治体

での実態把握が不十分。世話をしている家族がいる

中高生の6割以上が相談した経験がなく、支援者団体

などが運営する相談窓口につながっていない可能性

がある。ヤングケアラーに対する具体的な支援策、

支援につなぐための窓口が明確ではない。福祉機関

の専門職などから介護力とみなされ、サービスの利

用調整が行われるケースがある。子育て世代、家庭

への家事や子育てを支援するサービスが不足してい

る。最後に、ヤングケアラーの社会的認知度が低く、

支援が必要な子どもがいても子ども自身や周囲の大

人が気付くことができない。これらの課題をプロ

ジェクトチームのほうで把握をいたしまして、それ

を踏まえて、矢印にありますけれども、福祉、介護、

医療、教育など、関係機関が連携してヤングケアラー

を早期に発見して、適切な支援につなげるための取

り組みを推進していくということが確認されたとこ

ろであります。 

そこで、今後取り組むべき施策として、まずは1に

ありますように早期発見、把握ということでありま

す。関係機関、専門職やボランティア等へのヤング

ケアラーに関する研修や学ぶ機会を推進し、さらに

地方自治体における現状把握を推進していく。その

上で、2つ目にございますように支援策を充実させて

いくということであります。1つ目の丸にありますよ

うに、悩み相談の支援ということで、支援者団体に

よるピアサポートなどの悩み相談を行う地方自治体

の事業の支援を検討していくことになりますが、さ

まざまな相談支援の方式があると思いますので、SNS

などオンライン相談も有効だということが盛り込ま

れています。 

 2つ目でありますが、関係機関の連携支援というこ

とで、多機関連携によるヤングケアラー支援の在り

方について、モデル事業やマニュアル作成を実施し、

就労支援も含むかたちで進めていくということであ

ります。さらに福祉サービスへのつなぎなどを行う

専門職や窓口機能の効果的な活用を含めて、ヤング

ケアラーの支援体制の在り方をさらに深堀り、検討

していくということであります。 

3つ目、教育現場への支援でございます。スクール

ソーシャルワーカー、こういったものがすでに配置

されていると思いますけれども、配置支援をさらに

加速化していくというものであります。 

4つ目、適切な福祉サービス等の運用の検討という

ことで、家族介護において子どもを介護力とするこ

となく、居宅サービスなどの利用について配意する

など、ヤングケアラーがケアをする場合のその家族

に対するアセスメントの留意点、こういったものに

ついて、地方自治体に周知するということでありま

す。 

 5つ目、幼いきょうだいをケアするヤングケアラー

支援ということで、幼いきょうだいをケアするヤン
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グケアラーがいる家族に対する支援の在り方を検討

していくということであります。 

 3つ目の柱として、社会的な認知度の向上でありま

す。先ほどの実態調査においても、認知度が低いと

いうことが明らかになっているわけであります。こ

のため、2022年度から2024年度までの3年間を、ヤン

グケアラー認知度向上の集中取組期間といたしまし

て、さまざまなPRをしていくということ、さらに社

会全体の認知度を調査し、当面は中高生の認知度5割

を目指すというKPIも設定させていただいておりま

す。こういった報告書の内容については、6月18日に

閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2021、

いわゆる骨太の方針2021において、赤くハイライト

しておりますが、「ヤングケアラーについて、早期

発見、把握、相談支援など、支援策の推進、社会的

認知度の向上などに取り組む」という文言を盛り込

んでおります。 

このプロジェクトチームの取りまとめ報告を踏ま

えた国の取り組みというものを、ご紹介させていた

だきます。まずは、私の担当している介護関係です

が、介護保険法をおさらいしてみますと、第1条にお

いて、要介護状態になった者が尊厳を保持し、その

有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが

できるように各種給付を行うということをその目的

としています。保険給付については第2条に規定され

ておりますが、赤くハイライトしておりますように、

高齢者で要介護状態などにある者のその状態の軽減

または悪化の防止に資するように行われなければな

らないということが書き込まれ、さらに第3項で、被

保険者の選択に基づいて給付がなされる、さらに第

4項で、可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

に配慮されるとあり、これらが介護保険の給付の原

則であります。 

介護保険法に基づいて、この介護保険事業をさま

ざまな主体が、とりわけ、市町村、都道府県が実施

していくわけでありますけれども、そのよるべき基

本的な指針というものが厚生労働省の告示として公

示されております。その中で、介護に取り組む家族

等への支援の充実というものも特出しされておりま

して、その中で介護保険制度が創設された意義の一

つとして、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組

みを設けることで、家族による過度な介護負担を軽

減することにあったということが書いてあります。

このように、地域の実情を踏まえて家族等に対する

相談支援体制の強化を図ることが重要であるという

こと、ヤングケアラーに関わらず、家族等に対する

相談支援体制の強化、こういったものが重要である

ということが、すでに基本的な指針の中に盛り込ま

れているということであります。 

ヤングケアラーの方をどのように早期発見してい

くのかということが課題であります。その中で特に、

介護関係では、ケアマネジャーの皆さんがそのご家

庭に入って要介護高齢者の方々等のアセスメントを

するということになっていますので、ケアマネ

ジャーさんの役割というのは極めて重要かなという

ふうに思います。 

この資料は、居宅介護支援事業所の人員、運営に

関する基準である厚生労働省令でありますけれども、

その中で指定居宅介護支援の具体的な取扱方針とい

うものが規定されております。ケアマネジャーは、

3号にございますが、利用者の心身、それと家族の状

況などに応じて、この居宅サービスの利用が行われ

るようにしなければならないということ。その次の

6号でありますけれども、置かれている環境の評価を

通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにして、

利用者が自立した日常生活を営むことができるよう

に、支援する上で解決すべき課題を把握しなければ

ならないということであります。さらに7号でありま

すが、利用者の居宅を実際に訪問し、利用者とその

家族に面接して課題の把握を行わなければならない。 

 ケアプランの案を作るに当たっては、利用者の家

族の希望であるとか、あるいは地域におけるサービ

スの提供体制、そういったものを勘案しなければな

らないということが規定され、さらに9号、これも重

要かと思いますけれども、サービス担当者会議とい

う会議において、多職種においてその方へのケアプ

ランの案というものを協議してもらって、専門的な

見地からもんでもらうということが省令上義務付け

られているということでありますので、ケアマネさ

ん1人だけではなくて多職種の目が入るという観点

からも、非常に重要な位置付けがケアマネジャーに

は与えられていると思います。 

このため、ケアマネジャーが課題を分析する際の

標準的な項目を厚生労働省が示しているのですが、

この資料の21番目の項目に「介護力」というものが

ございまして、介護者の有無であるとか介護者の介

護の意思であるとか、介護負担、主な介護者に関す

る情報、こういったことに関する項目をしっかりと

課題の分析の際には把握することが想定されている

ということであります。 

さらにケアマネジャーが更新の際に受ける88時間

以上の研修においても、家族への支援の視点が必要

な事例について、演習や研究発表を8時間行うことと

されております。 

また、家族の存在を介護力と前提としない取扱い

については、すでに平成21年度に一定の整理をさせ

ていただいています。平成21年12月25日に老健局振

興課長通知である「同居家族等がいる場合における

訪問介護サービスなどの生活援助の取り扱いについ
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て」を発出し、生活援助等において同居家族などが

いることのみを判断基準として、一律機械的にサー

ビスに対する保険給付の支給の可否について決定す

ることがないよう改めての周知徹底を、各都道府県

の介護保険主管課を通じて市町村などに周知してい

るというものであります。 

その別紙の中で、介護保険に基づく生活援助は、

利用者が1人暮らしの場合とか、利用者の家族が障害

や疾病等の理由によって家事を行うことが困難な場

合に利用できることが書いてありますが、さらに、

利用者の家族が疾病や障害がなくても、その他の事

情により家事が困難な場合にも生活援助は利用でき

るということで、ここも赤線を引っ張って強調して

います。このように、利用者に同居家族がいるとい

うことだけで一律に生活援助が利用できないわけで

はありませんので、チラシのようなかたちで周知を

させていただいております。 

こういった現状を踏まえて、少し文字ばかりで見

にくくて恐縮ですが、老健局の介護分野関係では、

左の縦軸に記載のある、①早期発見・把握、②支援

策の推進、③社会的認知度の向上、それぞれの項目

に関して、右にある対応方針のようなことを現在検

討しているというものであります。 

早期発見・把握です。先ほど申し上げたとおり、

介護支援専門員につきましては、法定研修における

カリキュラムという中に一定の時間が割かれている

ので、令和3年度の調査研究事業において、このカリ

キュラムやガイドラインの見直しに向けて、ヤング

ケアラーを把握する視点からも内容を検討すること

としております。 

その下の欄をご覧いただきますと、ヤングケア

ラーなどの家族介護者を支援するため、地域医療介

護総合確保基金、これは消費税の増収分を活用させ

ていただきまして、医療介護総合確保推進法に基づ

いて、都道府県に造成されている基金でございます

けれども、この基金の枠組みを活用いたしまして、

地域包括支援センターなどを対象とした研修の実施、

介護者の集いの場などの立ち上げに係るマニュアル

の作成の必要経費の助成というものを、これは来年

度の予算要求として財務省に折衝中ということであ

ります。予算要求なので、財務省から認められない

場合もあるかもしれませんけれども、現在財務省と

鋭意交渉しているというような状況であります。 

（注）令和４年度においては、地域医療介護総合確保基

金ではなく、調査研究事業を活用し、家族介護者（ヤ

ングケアラー含む）の支援のあり方に関して、①都道

府県が地域包括支援センター職員等を対象とした研修

を行うためのカリキュラムの作成、②市町村が家族介

護者の集いの場を立ち上げるためのマニュアルの作成

を行う予定。 

支援策の推進については、真ん中の欄の右側をご

覧いただきますと、1つ目の丸にございますように、

報告書取りまとめを踏まえまして、令和3年度調査研

究事業の中で、ヤングケアラーがいる場合のケアマ

ネジメントの留意点を取りまとめるとともに、自治

体関係団体にこういった成果を周知していくという

ことを、まず行っていくということであります。 

さらに、ヤングケアラーのいる家族に対してサー

ビスを行う場合の取扱いについては、先ほど生活援

助サービスについて、ヤングケアラーあるいは家族

がいることをもって一律に使えないということでは

ないという平成21年の通知についてご説明いたしま

した。こういったことも含めて、どのようなことが

さらに必要なのか、調査研究事業の中で検討してい

くということであります。 

社会的認知度の向上につきましては、先ほど申し

上げた、地域包括支援センター等対する各種研修に

関するものですので、後ほどご覧いただければと思

います。 

続きまして、他分野関係です。令和3年度において、

まずはどのようなことをしていくかということであ

りますが、1つ目、多機関連携によるヤングケアラー

への支援の在り方に関する調査研究というものを

行っていくということであります。現状と課題につ

いては、先ほど申し上げたとおりであります。関係

機関の連携の重要性が挙げられており、これを進め

ていく観点から、1つ目の矢印にありますように、市

町村、教育委員会、さらにケアマネジャー、相談支

援専門員、スクールソーシャルワーカー、医療ソー

シャルワーカー、精神保健福祉士等の支援担当者、

こういった方による多機関連携を進めるためのヤン

グケアラー支援マニュアルを作成するということ、

さらに当該マニュアルに基づくモデル事業を実施す

ること、こういったことを通じて適切な支援の在り

方について検討を行っていくというのが1つ目であ

ります。 

2つ目として、実態をさらに詳細に把握していくと

いう観点から、令和2年度の調査結果をさらに進める

というため、小学生、さらには大学生に対するヤン

グケアラーの実態調査、並びに一般国民を対象とし

た認知度調査も行います。 

3つ目でありますけれども、社会的認知度向上のた

めの広報・啓発ということで、認知度が極めて低い

ということでありますので、さまざまなマテリアル

や機会を通じて広報や周知を行っていくというのが

令和3年度における取組であります。 

令和3年度は以上でありますけれども、令和4年度

に事業を行っていくためには予算が必要ですので、

令和4年度の予算概算要求の概要をご説明させてい

ただきます。現状と課題は先ほど来申し上げている
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とおりでございますので、対応方針のところをご覧

いただきますと、2.の1つ目が、「ヤングケアラーの

支援体制強化事業の創設【新規】」というものであ

ります。ヤングケアラーの実態調査・支援研修の推

進のため、自治体に対する財政支援を行うというも

のであります。2つめの矢印が、ヤングケアラーの支

援体制のモデル事業を行っていくための財政的な支

援です。 

2つめの丸がヤングケアラー相互のネットワーク

形成の推進を進めていくという予算事業であり、3つ

目の丸が子育て世代の訪問支援モデル事業というこ

とで、幼いきょうだいの世話などのため、子どもら

しい生活を送ることができないヤングケアラーや、

育児等に不安を抱えるご家庭に対して育児支援ヘル

パーを派遣して、傾聴による相談支援であるとか、

家事・育児支援を行っていくということで、これも

モデル事業でありますけれども、具体的なサービス

を提供するという新規事業でございます（注：令和

3年度補正予算において、新たに子育て世帯訪問支援

臨時特例事業として前倒して創設。モデル事業では

なく、すべての市町村で実施可能になった）。 

さらに認知度向上のためのPRというものも拡充を

していくというものであります。申し上げたとおり、

まだ概算要求の段階でありますので、項目が少し削

られたり予算額的に少なくなったり、あるいはもし

かしたら充実する分も逆にあるかもしれません。ま

だ財務省に対して要求をしている段階だということ

でご了解いただきたいというふうに思いますが、い

くつかの事業について少し詳細にご説明させていた

だきます。 

このスライドは、地方自治体に対して教育機関、

関係機関の職員がヤングケアラーについて学ぶため

の研修を実施したり、実態調査を行う自治体に対し

て財政支援を行うというものであります。実態調査・

把握ということで、真ん中にありますけれども、実

施主体が都道府県・市町村ということで、補助基準

額が約540万（注：政府予算案では約750万円に増額

された）。都道府県であれば、ですね。負担割合は

国が2分の1。関係機関の職員の研修ということで、

これも都道府県・市町村ごとに、ご覧いただけるよ

うな補助基準額、負担割合で要求しているというこ

とであります。こういったことで国と地方公共団体

が財政的にも下支えすることによって、実態がさら

に解明され、さらには関係者のヤングケアラーに対

する意識、あるいは知識というものが涵養（かんよ

う）されるということを期待するものであります。

関係機関は右にありますとおり、高齢・医療・介護・

福祉など民間を含めてさまざまな機関に研修を実施

することを想定しているというものであります。 

続きまして、ヤングケアラー支援体制強化事業で

あります。右の事業イメージご覧いただきますと、

都道府県・市町村がまずはピアサポートということ

で、当事者・支援者の民間団体などが行う活動を支

援していく。真ん中にありますように、ヤングケア

ラー・コーディネーターを福祉事務所などに配置す

る。右にありますように、オンラインサロンのよう

なかたちで、SNS・アプリ、こういったものを活用し

た集い・語りの場というものを運営するなどの活動

に対して補助を行うという事業であります。 

ヤングケアラーの相互ネットワークの形成推進事

業ですが、内容としましては、自治体に対するヤン

グケアラー支援に関する啓発であるとか、自治体ヤ

ングケアラー支援者、当事者団体との相互交流、発

展、相談支援の推進とか地方自治体による相談機能

の強化に関して、民間事業者の提案により具体的な

内容を決定するということでありますけれども、

ネットワークの構築を支援していくということは、

極めて重要な話かなというふうに思っています。 

さらに、先ほど申し上げた子育て世代訪問支援モ

デル事業ですけれども、実際にヤングケアラー等に

対して育児支援ヘルパーを派遣し、不安や悩みを傾

聴する等の相談支援、家事・育児の支援などをモデ

ル的に実施するということです。これは家庭を支え、

虐待リスク等の高まりを未然に防ぐというものを目

的にしておりますけれども、補助基準額をご覧いた

だきますように、1時間あたり3,000円＋交通費とい

うようなところで、補助率は国が2分の1、市町村2分

1というようなことを考え、予算の箇所数としては50

自治体ほどを考えています。具体的に支援を届ける

ための課題としてどういったことがありえるのかと

いうことをモデル的に実施していくということであ

ります（先の注を参照。令和3年度補正予算でモデル

事業ではなく、全自治体で実施可能となり、訪問支

援であれば1時間あたり1,500円（生活保護世帯に対

して利用者負担軽減を実施する場合は3,000円）＋交

通費等、補助率は国1/2、都道府県1/4、市町村1/4））。 

また、実態をきちんと把握していくということ、

さらには広報・啓発をさらに充実していくという観

点から、この普及推進に関しても令和3年度予算0.8

億円でありましたけれども、2.1億円ということで、

大幅な増額要求をしているということであります。 

障害保健福祉分野であります。こちらも、しっか

りと関係機関が連携していく必要性を踏まえて、今

年の7月12日に留意事項が障害福祉課のほうから出

されているということであります。ポイントは、下

にありますけれども、ヤングケアラーがいる家庭に

対して計画相談支援を実施するにあたって、ヤング

ケアラーが世帯におり配慮が必要なことなどの利用

者の個別性も踏まえた利用計画の作成、適切な頻度

でのモニタリング、こういったものを実施するとい
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うことと、こういったことを行うに際しては、医療・

保育・教育等関係機関との連携が重要であるという

ことを改めて通知しているということです。さらに、

ヤングケアラーがいるご家庭に対して計画相談支援

を実施した場合には加算の算定が可能であるという

ことで、医療・保育・教育機関等連携加算であった

り、集中支援加算ということで、報酬上の手当もな

されているということの周知。3つ目にありますよう

に、ヤングケアラーがいる家庭に対する介護給付費

の支給決定の判断にあたって、介護を行う者の状況

を勘案する際、ヤングケアラーが子どもらしい暮ら

しを奪われることのないように把握することの周知。

さらに、ヤングケアラーが親に代わって行う家事・

育児なども、必要に応じて障害報酬における居宅介

護等の対象範囲に含まれるということを改めて自治

体に周知をしているというのが、障害保健福祉分野

の取り組みであります。 

さらに医療分野においても、中医協において主な

検討事項ということで論点を出し、さらには先ほど

ご紹介した、ヤングケアラーに関するプロジェクト

チームの報告書の概要、これも中医協に提出した上

で検討を深めていくことについて、夏にキックオフ

がされております。診療報酬改定はそろそろ大詰め

を迎えつつあるということでありますけれども、そ

の中で具体的な項目について検討がなされるという

ことであります。 

文部科学省の取組でありますけれども、スクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、それ

ぞれ活用事業というものがございます。しっかりと

学校においてヤングケアラーの早期発見、それと相

談支援体制の構築を行うという観点から、スクール

カウンセラーの配置を、週1回4時間というものを、

週1回8時間に拡充する。右側のスクールソーシャル

ワーカーは週1回3時間の配置を週2回3時間に拡充す

る（注：政府予算案では週2回や週3回に拡充するこ

とになった）。その他にも、スーパーバイザー、い

じめ・不登校対策なども一定の措置がなされるよう

でありますが、こういったカウンセラー、ソーシャ

ルワーカーの配置時間などについて充実をしていく

という観点から、右方にございます増額の要望をし

ているというふうに聞いております。 

このような事項が私どもの令和3年度の動きや令

和4年度に向けた方向性と予算要求であり、ヤングケ

アラーという大きな柱を建てて早急に進めていくと

いうことがお分かりいただけたかというふうに思い

ます。 

最後に、自治体における対応事例を少しご紹介さ

せていただいて終わりたいと思います。これはヤン

グケアラーの状況が、中学校2年生6人きょうだいの

1番上のお子さん、下のきょうだいの世話をしていて

学校を休むことがある。小学校から、母親の体調が

不良で、きょうだいの世話をしているような情報提

供があった。これは小学校からそういった情報提供

があったということであります。 

支援内容、支援期間それぞれですけれども、子ど

もご本人に対しては、担任教師の定期的な家庭訪問

とかソーシャルワーカーによる登校推奨、きょうだ

いに対しては保健師による定期的な家庭訪問と予防

接種や検診の勧奨、親に対しては生活保護支給と保

護係のケースワーカーによる生活指導。こういった

ものがなされたということで、適切に支援につなが

ることによってお子さんの教育を受ける権利ですね、

欠席が減って、進路目標ができたり、学校で友人と

楽しく過ごせるようになったり、きょうだいの世話

による欠席がなくなったことで表情も穏やかになっ

たというような、そういった事例というのが実際に

あるということであります。 

高校生の事案でありますけれども、お母様が統合

失調症で金銭管理ができずに、ライフラインが止

まってしまう、お母様が夜中に叫びだして寝られず

に登校できない、心配で離れられないというような

状況であったということです。お子さんご本人に対

しては、学校に加えて生活保護のケースワーカー、

児童相談所、学習支援機関の支援が入り、お母様に

対しては生活保護ケースワーカー、PSW、こういった

ところの支援が入ったということで、ライフライン

が止まらなくなった、お子さんも自由に外出できる

ようになったとのことです。また、困ったとき、子

ども本人自ら窓口に相談に来ることができるように

なり、母親の病気への認識ができて、服薬の重要性

が理解できて、母親が少し安定した事例です。 

このように、ヤングケアラーの方を早期発見して、

とにかく相談してもらって、一定の介入をすると

しっかりと実績ができて、子どもが幸せになるス

テップが踏み出せる可能性があるということであり

ます。冒頭申し上げたとおり、厚生労働省としても、

政府一体となってこのヤングケアラーの課題に対し

て対応してまいりたいというふうに思っているとこ

ろであります。 

本日はご清聴いただきましてありがとうございま

した。 
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国におけるヤングケアラー支援について

令和３年１１月２５日

厚生労働省老健局
笹子宗一郎

（認知症施策・地域介護推進課長）

※他省・他部局の施策に係る部分を含め、意見にわたる部分は演者の個人的見解です。

一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行って
いる子どもをいう。

（ヤングケアラーのイメージ（例））

１

ヤングケアラーとは

○アセスメント項目の構成

「ヤングケアラーへの早期対応に関する研究」のポイント

○ガイドラインの構成

１．なぜ、ヤングケアラーの支援が必要か

→ 本来守られるべき子ども自身の権利を侵害されている可能性がある。不安や不満を抱いていても言い出せない子どももいる。

２．本ガイドラインにおけるヤングケアラーへのアセスメントの位置付け

→ より多くの視点からヤングケアラーの把握が進むよう、アセスメントツールの活用、展開がされていくことが望まれる。

３．ヤングケアラーを把握するためのアセスメント

→ 「子どもと関わりのある第三者でも気付ける可能性のある子どもの様子・状況」をアセスメント項目として整理。

４．ヤングケアラーへの支援における留意点

→ 支援の必要性について、子ども自身が理解・納得できる説明等の向き合い方が重要。

５．ヤングケアラーの早期発見・対応に向けた取組と今後の課題

→ ヤングケアラーの概念自体の認知度がまだまだ低い、ヤングケアラーに対する正しい理解の啓発

実施機関（令和元年度）：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

○ヤングケアラーの概念の認知を広げるための研修の在り方や、要保護児童対策地域協議会において、ヤングケア
ラーに早期に適切に対応していくためのツールやガイドラインについて研究を実施。

※アセスメント項目の例

１．本来守られるべき「子どもの権利」が守られているか

□必要な病院に通院・受診できていない、服薬できていない

□保健室で過ごしていることが多い

□幼いきょうだいの送迎をしている姿を見かける 等

２．家族状況はどうか

□高齢 □幼いきょうだいが多い □障がいがある □親が多忙 等

３．ヤングケアラーである子どもの状況はどうか

・子どもがサポートしている相手

・子ども自身がサポートに費やしている時間 等

４．子ども本人の認識や意向

・子ども自身が「ヤングケアラー」であることを認識してるか

・家族の状況やサポートをしていることについて、誰かに話せているか 等 ２

令和２年度実態調査

ヤングケアラーの実態に関する調査研究について

調査の目的

「ヤングケアラーと思われる子ども」等の実態をより正確に把握し、今後の検討に活かす。

調査の対象、方法等

１ 学校
令和２年12月21日から、以下の学校に対してアンケート調査を実施（④は令和３年１月26日から）。

① 中学校（回収数754、回収率75.4%）
・ 全国の公立中学校から層化無作為抽出した1,000校（全体の約１割）

② 全日制高校（回収数249、回収率71.1%）
・ 全国の公立全日制高校から層化無作為抽出した350校（全体の約１割）

③ 定時制高校（回収数27、回収率57.4%）
・ 各都道府県より公立定時制高校１校抽出した47校

④ 通信制高校（回収数35、回収率74.5%）
・ 各都道府県より公立通信制高校１校抽出した47校

２ 中高生
令和２年12月21日から、以下の中高生に対して Web調査を実施（④は令和３年１月26日から）。

① 中学２年生（回収数5,558人）
・ １①の中学校に在籍する中学２年生

② 全日制高校２年生（回収数7,407人）
・ １②の全日制高校に在籍する高校２年生

③ 定時制高校２年生相当（回収数366人）
・ １③の定時制高校に在籍する高校２年生相当

④ 通信制高校生（回収数446人）
・ １④の公立通信制高校に在籍する生徒

注：定時制高校、通信制高校の調査結果はサンプル
数が少ないため、参考値として掲載している

令和２年度 子ども･子育て支援推進調査研究事業
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

４

いる

46.6%

いない
34.0%

分からない
19.4%

無回答
0.1%

【中学校】

学校調査結果①

いる
49.8%

いない
16.5%

分からない
33.3%

無回答
0.4%

【全日制高校】

いる
70.4%

いない
11.1%

分からない
18.5%

【定時制高校】

いる
60.0%

いない
8.6%

分からない
31.4%

【通信制高校】

N=754 N=249

N=27 N=35

○ 学校に対し、ヤングケアラーの定義（１ページ参照）に該当すると思われる子どもの有無について質問。
○ いずれの学校種でも「いる」が最も高く、定時制高校で70.4％、通信制高校で60.0％であった。

５
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38.1%

52.4%

28.6%

38.1%

33.3%

71.4%

66.7%

26.3%

36.8%

31.6%

47.4%

21.1%

94.7%

73.7%

20.2%

13.7%

16.1%

36.3%

16.1%

70.2%

56.5%

10.3%

7.1%

11.1%

23.4%

10.0%

79.8%

29.3%

0.0 100.0

障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている

病気の家族の看病をしている

アルコール・薬物・ギャンブルなどの問題のある家族に対応している

家族の通訳をしている

家族の代わりに、障がいや病気のあるきょうだいの世話をしている

家族の代わりに、幼いきょうだいの世話をしている

障がいや病気のある家族に代わり、家事（買い物、料理、洗濯、

掃除など）をしている

中学校（N=351） 全日制高校（N=124） 定時制高校（N=19） 通信制高校（N=21）

％

○ ヤングケアラーと思われる子どもが「いる」と回答した学校に、子どもの状況について質問（複数回答）。

○ いずれの学校種でも、「家族の代わりに、幼いきょうだいの世話をしている」が最も高い。次いで「障が

いや病気のある家族に代わり、家事（買い物、料理、洗濯、掃除など）をしている」が多い。

○ 全日制高校では「家族の通訳をしている」が３～４割程度みられた。

学校調査結果②

６

％

52.4%

28.6%

9.5%

52.6%

31.6%

15.8%

62.9%

23.4%

8.1%

37.9%

43.0%

19.4%

0.0% 100.0%

外部の支援にはつないでいない（学校内で対応している）

要保護児童対策地域協議会に通告するほどではないが、

学校以外の外部の支援につないだケースがある

要保護児童対策地域協議会に通告したケースがある

中学校（N=351） 全日制高校（N=124） 定時制高校（N=19） 通信制高校（N=21）

学校調査結果③

○ ヤングケアラーと思われる子どもが「いる」と回答した学校に、当該子どもを学校以外の外部の支援に
つないだケースがあるか質問（複数回答）。

○ 全日制高校では、「外部の支援にはつないでいない（学校内で対応している）」が６割程度。

７

いる
5.7%

いない
93.6%

無回答
0.6%

【中学２年生】

中高生調査結果①

いる
4.1%

いない
94.9%

無回答
0.9%

【全日制高校２年生】

いる
8.5%

いない
89.9%

無回答
1.6%

【定時制高校２年生相当】
いる

11.0%

いない
88.1%

無回答
0.9%

【通信制高校生】

N=5,558
N=7,407

N=366 N=445

○ 中高生に対し、世話をしている家族の有無について質問。

○ 世話をしている家族が「いる」と回答したのは中学２年生で5.7％、全日制高校２年生で4.1％、

定時制高校２年生相当で8.5％、通信制高校生で11.0％。

８
※ 通信制高校生は、年齢を回答した「18歳以下」と「19歳以上」の合計（年齢の設問に無回答であった１名は対象外）。

19歳以上は「いた（現在はお世話をしていない）」、「現在まで継続してお世話をしている」が「いる」に含まれる。

42.9%

22.4%

32.7%

41.9%

16.1%

35.5%

44.3%

22.5%

29.6%

61.8%

14.7%

23.5%

0.0% 100.0%

きょうだい

祖父母

父母

中学２年生（N=319） 全日制高校２年生（N=307） 定時制高校２年生相当（N=31） 通信制高校生（N=49）

中高生調査結果②

○ 世話をしている家族が「いる」と回答した中高生に、世話を必要としている家族について質問（複数回答）。
○ いずれの学校種でも「きょうだい」が最も高い。特に、中学２年生は「きょうだい」の割合が他に比べ多い。

９

18.8%

62.5%

18.8%

0.0%

0.0%

9.1%

9.1%

0.0%

18.2%

9.1%

7.7%

14.3%

15.4%

9.9%

13.2%

12.0%

17.3%

20.0%

6.7%

13.3%

0.0% 100.0%

精神疾患、依存症以外の病気

精神疾患、依存症（疑い含む）

身体障がい

要介護（介護が必要な状態）

高齢（65歳以上）

中学２年生（N=75） 全日制高校２年生（N=91） 定時制高校２年生相当（N=11） 通信制高校生（N=16）

中高生調査結果③

○ 世話を必要としている家族として「父母」と回答した中高生に、父母の状況を質問（複数回答）。

○ 中学２年生、全日制高校２年生は「身体障がい」が最も高い。
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0.0%

56.3%

43.8%

6.3%

75.0%

9.1%

36.4%

18.2%

0.0%

72.7%

7.7%

17.6%

26.4%

9.9%

68.1%

8.0%

22.7%

38.7%

17.3%

73.3%

0.0% 100.0%

通訳

感情面のサポート（愚痴を聞く、話し相手になるなど）

外出の付き添い（買い物、散歩など）

身体的な介護（入浴やトイレのお世話など）

家事（食事の準備や掃除、洗濯）

中学２年生（N=75） 全日制高校２年生（N=91） 定時制高校２年生相当（N=11） 通信制高校生（N=16）

中高生調査結果④

○ 世話を必要としている家族として「父母」と回答した中高生に、世話の内容について質問（複数回答）。

○ いずれの学校種においても、「家事（食事の準備や掃除、洗濯）」が最も高い。

11
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0.0%

0.0%

27.3%

36.4%

18.2%

90.9%

5.8%

7.2%

17.4%

23.2%

33.3%

76.8%

8.5%

6.4%

17.0%

19.1%

27.7%

80.9%

0.0% 100.0%

精神疾患、依存症（疑い含む）

知的障がい

身体障がい

認知症

要介護（介護が必要な状態）

高齢（65歳以上）

中学２年生（N=47） 全日制高校２年生（N=69） (参考)通信制高校生（N=11）

中高生調査結果⑤

○ 世話を必要としている家族として「祖父母」と回答した中高生に、祖父母の状況を質問（複数回答）。

○ いずれの学校種でも「高齢（65歳以上）」が最も高く、「要介護（介護が必要な状態）」、「認知症」

も多い。

12

54.5%

27.3%

27.3%

18.2%

63.6%

52.2%

31.9%

17.4%

21.7%

43.5%

57.4%

29.8%

40.4%

14.9%

42.6%

0.0% 100.0%

見守り

感情面のサポート（愚痴を聞く、話し相手になるなど）

外出の付き添い（買い物、散歩など）

身体的な介護（入浴やトイレのお世話など）

家事（食事の準備や掃除、洗濯）

中学２年生（N=47） 全日制高校２年生（N=69） 通信制高校生（N=11）

中高生調査結果⑥

○ 世話を必要としている家族として「祖父母」と回答した中高生に、世話の内容を質問（複数回答）。

○ 中学２年生、全日制高校２年生は「見守り」が最も高い。
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4.8%

19.0%

14.3%

4.8%

47.6%

0.0%

7.7%

23.1%

0.0%

46.2%

0.7%

1.5%

8.1%

6.6%

70.6%

0.5%

4.6%

14.7%

5.6%

73.1%

0.0% 100.0%

精神疾患、依存症以外の病気

精神疾患、依存症（疑い含む）

知的障がい

身体障がい

幼い

中学２年生（N=197） 全日制高校２年生（N=136） 定時制高校２年生相当（N=13） 通信制高校生（N=21）

中高生調査結果⑦

○ 世話を必要としている家族として「きょうだい」と回答した中高生に、きょうだいの状況を質問

（複数回答）。

○ いずれの学校種でも「幼い」が最も高い。次いで「知的障がい」の割合は１～２割程度。
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38.1%

33.3%

23.8%

33.3%

71.4%

46.2%

15.4%

38.5%

46.2%

38.5%

53.7%

17.6%

16.2%

43.4%

56.6%

68.0%

21.3%

21.3%

34.0%

37.6%

0.0% 100.0%

見守り

感情面のサポート（愚痴を聞く、話し相手になるなど）

外出の付き添い（買い物、散歩など）

きょうだいの世話や保育園等への送迎など

家事（食事の準備や掃除、洗濯）

中学２年生（N=197） 全日制高校２年生（N=136） 定時制高校２年生相当（N=13） 通信制高校生（N=21）

中高生調査結果⑧

○ 世話を必要としている家族として「きょうだい」と回答した中高生に、世話の内容について質問

（複数回答）。

○ 中学２年生、定時制高校２年生相当は「見守り」が最も高い。
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45.1%

17.9%

14.4%

4.7%

17.9%

【中学２年生】

ほぼ毎日

週に３～５日

週に１～２日

１ヶ月に数日

その他・無回答

中高生調査結果⑨

47.6%

16.9%

10.4%

6.8%

18.3%

【全日制高校２年生】

35.5%

12.9%16.1%3.2%

32.3%

【定時制高校２年生相当】

65.3%

26.5%

2.0%
2.0% 4.0%

【通信制高校生】

○ 世話をしている家族が「いる」と回答した中高生に、その頻度について質問。

○ いずれの学校種でも「ほぼ毎日」が最も高い。

N=319 N=307

N=31 N=49
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57.4

31.9

37.3

19.3

21.3

14.7

12.7

29.8

17.3

4.6

4.3

6.7

6.1

12.8

24

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

きょうだい

祖父母

父母

【中学２年生】

ほぼ毎日 週に３～５日 週に１～２日 １ヶ月に数日 その他・無回答

59.6

44.9

38.5

16.9

21.7

18.7

11.0

14.5

6.6

5.9

11.6

7.7

6.6

7.2

28.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

きょうだい

祖父母

父母

【全日制高校２年生】

ほぼ毎日 週に３～５日 週に１～２日 １ヶ月に数日 その他・無回答

中高生調査結果⑩

○ 世話をしている家族が「いる」と回答した中高生（※）に、世話をしている家族ごとに頻度を質問。

○ 「きょうだい」については「ほぼ毎日」世話をしている割合が高い（約６割）。

※ 定時制高校２年生相当及び通信制高校生は対象者数が少ないため、掲載していない。

N=319

N=307

17
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42.0%

21.9%

11.6%

24.5%

【中学２年生】

３時間未満

３～７時間未満

７時間以上

無回答

中高生調査結果⑪

35.8%

24.4%

10.7%

29.0%

【全日制高校２年生】

19.4%

25.8%

9.7%

45.2%

【定時制高校２年生相当】

30.6%

34.7%

24.5%

10.2%

【通信制高校生】

○ 世話をしている家族が「いる」と回答した中高生に、平日１日あたりに世話に費やす時間について質問。

○ いずれの学校種でも７時間以上世話に費やしているのが約１～２割。

○ 学校種別平均は、中学２年生は4.0時間、全日制高校２年生は3.8時間。

N=319 N=307

N=31 N=49
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43.1

53.2

45.3

30.5 

12.8 

12.0 

14.7 

14.9 

9.3 

11.7 

19.1 

33.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

きょうだい

祖父母

父母

【中学２年生】

３時間未満 ３～７時間未満 ７時間以上 無回答

34.6

53.6

26.4

33.8

17.4

18.7

15.4

14.5

5.5

16.2

14.5

49.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

きょうだい

祖父母

父母

【全日制高校２年生】

３時間未満 ３～７時間未満 ７時間以上 無回答

中高生調査結果⑫

○ 世話をしている家族が「いる」と回答した中高生（※）に、世話をしている家族ごとに平日１日あたりに

世話に費やす時間について質問。

○ 「きょうだい」については「３～７時間未満」、「７時間以上」の割合が他と比べ高い。

※ 定時制高校２年生相当及び通信制高校生は対象者数が少ないため、掲載していない。

N=307

N=319

19

中高生調査結果⑬

○ 世話をしている家族が「いる」と回答した中高生に、世話をしているために、やりたいけれどできて

いないことについて質問。

○ 中学２年生、全日制高校２年生では「特にない」が最も高くなっているが、その他では、「自分の時間が

取れない」が最も高くなっている。
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24.5%

40.8%

12.2%

30.6%

22.4%

28.6%

14.3%

58.1%

19.4%

6.5%

16.1%

16.1%

12.9%

0.0%

52.1%

16.6%

5.5%

11.4%

11.1%

13.0%

1.0%

58.0%

20.1%

4.1%

8.5%

8.5%

16.0%

1.6%

0.0% 100.0%

特にない

自分の時間が取れない

進路の変更を考えざるを得ない、もしくは進路を変更した

友人と遊ぶことができない

睡眠が十分に取れない

宿題をする時間や勉強する時間が取れない

学校に行きたくても行けない

中学２年生（N=319） 全日制高校２年生（N=307） 定時制高校２年生相当（N=31） 通信制高校生（N=49）

※通信制高校生は「授業を受ける時間や課題をする時間、
勉強する時間が取れない」

※通信制高校生は「特にできていないことはない」

※通信制高校生は「学校に行きたい日に行けない」

ある
21.6%

ない
67.7%

無回答
10.7%

【中学２年生】

中高生調査結果⑭

ある
23.5%

ない
64.2%

無回答
12.4%

【全日制高校２年生】

ある
32.3%

ない
51.6%

無回答
16.1%

【定時制高校２年生相当】

ある
34.7%

ない
63.3%

無回答
2.0%

【通信制高校生】

N=319 N=307

N=31 N=49

○ 世話をしている家族が「いる」と回答した中高生に、世話について相談した経験の有無について質問。

○ いずれの学校種でも、相談した経験が「ある」が２～３割、「ない」が５～６割。
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17.6%

17.6%

5.9%

11.8%

47.1%

76.5%

10.0%

0.0%

0.0%

10.0%

10.0%

70.0%

9.7%

1.4%

8.3%

18.1%

47.2%

69.4%

7.2%

0.0%

7.2%

13.0%

40.6%

69.6%

0.0% 100.0%

ＳＮＳ上での知り合い

役所や保健センターの人

スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー

学校の先生（保健室の先生以外）

友人

家族（父、母、祖父、祖母、きょうだい）

中学２年生（N=69） 全日制高校２年生（N=72） 定時制高校２年生相当（N=10） 通信制高校生（N=17）

中高生調査結果⑮

○ 世話について相談した経験が「ある」と回答した中高生に、相談相手について質問。

○ 「家族（父、母、祖父、祖母、きょうだい）」が最も高く、次いで「友人」が高い。

○ 「学校の先生（保健の先生以外）」や「ＳＮＳ上での知り合い」も１割前後あった。
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41.9%

19.4%

22.6%

22.6%

25.8%

45.2%

6.3%

12.5%

18.8%

6.3%

6.3%

62.5%

22.8%

11.2%

11.7%

7.1%

17.8%

65.0%

24.1%

8.3%

12.0%

11.1%

15.3%

74.5%

0.0% 100.0%

相談しても状況が変わるとは思わない

家族に対して偏見を持たれたくない

家族のことのため話しにくい

誰に相談するのがよいかわからない

家族外の人に相談するような悩みではない

誰かに相談するほどの悩みではない

中学２年生（N=216） 全日制高校２年生（N=197） 定時制高校２年生相当（N=16） 通信制高校生（N=31）

中高生調査結果⑯

○ 世話について相談した経験が「ない」と回答した中高生に、その理由について質問。

○ 「誰かに相談するほどの悩みではない」が最も高く、次いで、「相談しても状況が変わるとは

思わない」が高い。
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36.7%

24.5%

20.4%

42.9%

24.5%

45.2%

12.9%

12.9%

22.6%

6.5%

39.7%

18.9%

17.3%

17.9%

16.6%

45.8%

21.3%

16.3%

19.4%

12.9%

0.0% 100.0%

特にない

学校の勉強や受験勉強など学習のサポート

進路や就職など将来の相談にのってほしい

自由に使える時間がほしい

自分のいまの状況について話を聞いてほしい

中学２年生（N=319） 全日制高校２年生（N=307） 定時制高校２年生相当（N=31） 通信制高校生（N=49）

中高生調査結果⑰

○ 世話をしている家族が「いる」と回答した中高生に、学校や大人に助けてほしいこと、必要な支援に
ついて質問（複数回答）。

○ 通信制高校生を除き、「特にない」が約４割で最も高い。それ以外では「学校の勉強や受験勉強など
学習のサポート」、「自由に使える時間がほしい」が高い。

※ 通信制高校生は「18歳以下」と「19歳以上」の合計。
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1.8%

85.0%

12.5%

0.7%

【中学２年生】

あてはまる

あてはまらない

わからない

無回答

中高生調査結果⑱

2.3%

80.5%

16.3%

0.8%

【全日制高校２年生】

4.6%

68.0%

26.8%

0.5%

【定時制高校２年生相当】

7.2%

75.5%

16.9%

0.4%

【通信制高校生】

N=5,558 N=7,407

N=366 N=445

○ 中高生に対し、自分がヤングケアラーにあてはまると思うかについて質問。

○ 中学２年生、全日制高校２年生では「あてはまる」が約２％、定時制高校２年生相当は4.6％、通信制

高校生は7.2％。

○ いずれの学校種でも「わからない」が１～２割。
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6.3%
8.8%

84.2%

0.6%

【中学２年生】

聞いたことがあり、内容も知っ

ている

聞いたことはあるが、よく知ら

ない

聞いたことはない

無回答

中高生調査結果⑲

5.7%

6.9%

86.8%

0.6%

【全日制高校２年生】

6.0%
7.7%

85.5%

0.8%

【定時制高校２年生相当】

8.1%
7.8%

83.9%

0.2%

【通信制高校生】

N=5,558 N=7,407

N=366 N=446

○ 中高生に対し、ヤングケアラーの認知度について質問。

○ いずれの学校種でも「聞いたことはない」が８割以上を占め、「聞いたことがあり、内容も知っている」、

「聞いたことはあるが、よく知らない」がどちらも１割未満。
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ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・
医療・教育の連携プロジェクトチーム

ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム

○ ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、本人の育ちや教育に影響があるといった課題があ

るが、家庭内のデリケートな問題、本人や家族に自覚がないといった理由から、支援が必要であっても表面化しにくい構造となっている。

○ ヤングケアラーに対しては、様々な分野が連携したアウトリーチによる支援が重要であり、さらなる介護・医療・障害・教育分野の連携が

重要。

○ これらを踏まえ、厚労副大臣と文科副大臣を共同議長とするプロジェクトチームを立ち上げ、連携の強化・支援の充実を図る。

立ち上げの背景

共同議長 厚生労働副大臣 山本 博司

厚生労働省子ども家庭局長
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室長
厚生労働省健康局難病対策課長
厚生労働省社会・援護局保護課長
厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長

構成員
共同議長 文部科学副大臣 丹羽 秀樹

文部科学省初等中等教育局長
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
文部科学省総合政策局地域学習推進課長

第１回＜３月17日＞

○ 関係部局におけるヤングケアラー支援に係る取組について

○ 関係者ヒアリング

・ 成蹊大学文学部教授 澁谷智子氏

・ 一般社団法人日本ケアラー連盟

第２回＜４月12日＞

○ 令和２年度「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」報告

○ ヤングケアラー支援に向けた主な論点、課題の整理

○ 関係者ヒアリング

・ 埼玉県（福祉部地域包括ケア課・教育局市町村支援部人権教育課）

・ 中核地域生活支援センターがじゅまる

第４回＜５月17日＞

○ とりまとめ報告（案）

第３回＜４月26日＞

○ 関係者ヒアリング

・ Yancle株式会社代表取締役 宮崎成悟氏

・ 精神疾患の親をもつ子どもの会「こどもぴあ」

・ 弁護士 藤木和子氏

・ 尼崎市（教育委員会事務局学校教育部こども教育支援課）

開催実績

第５回＜９月14日＞

○ ヤングケアラーの支援に関する令和4年度概算要求 等

28

ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム

○ 福祉、介護、医療、学校等、関係機関におけるヤングケアラーに関する研修等は十分でなく、教職員や専門職

のヤングケアラーの概念の認知度も高くない。

○ それぞれの地域での実態を踏まえ、きめ細やかな支援を行う必要があるが、地方自治体での実態把握が不十分。

○ 世話をしている家族が「いる」中高生の６割以上が相談した経験がなく、支援者団体等が運営する相談窓口に

つながっていない可能性。

○ ヤングケアラーに対する具体的支援策、支援につなぐための窓口が明確でない。

○ 福祉機関の専門職等から「介護力」と見なされ、サービスの利用調整が行われるケースあり。

○ 子育て世代家庭への家事や子育てを支援するサービスが不足。

○ ヤングケアラーの社会的認知度が低く、支援が必要な子どもがいても、子ども自身や周囲の大人が気付くこと

ができない。

プロジェクトチームで把握した課題

福祉、介護、医療、教育等、関係機関が連携し、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援に
つなげるため、次頁の取組を推進

29
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ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告

１ 早期発見・把握
○ 福祉・介護・医療・教育等関係機関、専門職やボランティア等へ

のヤングケアラーに関する研修・学ぶ機会の推進。
○ 地方自治体における現状把握の推進。

２ 支援策の推進
○ 悩み相談支援

支援者団体によるピアサポート等の悩み相談を行う地方自治体の事業の支援を検討
（SNS等オンライン相談も有効）。

○ 関係機関連携支援
・ 多機関連携によるヤングケアラー支援の在り方についてモデル事業・マニュアル作成を実施（就労支

援を含む）。
・ 福祉サービスへのつなぎなどを行う専門職や窓口機能の効果的な活用を含めヤングケアラーの支援体

制の在り方を検討。

○ 教育現場への支援
スクールソーシャルワーカー等の配置支援。民間を活用した学習支援事業と学校との情報交換等の促進。

○ 適切な福祉サービス等の運用の検討
家族介護において、子どもを「介護力」とすることなく、居宅サービス等の利用について配意するなど

ヤングケアラーがケアする場合のその家族に対するアセスメントの留意点等について地方自治体等へ周知。

○ 幼いきょうだいをケアするヤングケアラー支援
幼いきょうだいをケアするヤングケアラーがいる家庭に対する支援の在り方を検討。

３ 社会的認知度の向上
2022年度から2024年度までの３年間をヤングケアラー認知度向上の

「集中取組期間」とし、広報媒体の作成、全国フォーラム等の広報啓
発イベントの開催等を通じて、社会全体の認知度を調査するとともに、
当面は中高生の認知度５割を目指す。

今後取り組むべき施策

【厚生労働省・文部科学省の副大臣を共同議長とするヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチームとりまとめ】
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（前略）ヤングケアラーについて、早期発見・把握、相談支援など

支援策の推進、社会的認知度の向上などに取り組む。（後略）
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（共助・共生社会づくり）

（４）セーフティネット強化、孤独・孤立対策等

５．４つの原動力を支える基盤づくり

第２章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉
～４つの原動力と基盤づくり～

（令和３年６月18日閣議決
定）

経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 2 0 2 1

プロジェクトチームとりまとめ報告
を踏まえた国の取組 介護関係

○介護保険法

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起
因する疾病等により要介護状態 となり、入浴、排せつ、食
事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その
他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持
し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係
る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保
険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を
定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る
ことを目的とする。
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（介護保険）

第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下
「要介護状態等」という。）に関し、必要な保険給付を行うものとする。

２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する
よう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければ
ならない。

３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている
環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービ
ス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効
率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態と
なった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能
力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなけれ
ばならない。
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○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針
(令和三年一月二十九日 厚生労働省告示第二十九号)

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
六 介護に取り組む家族等への支援の充実

介護保険制度が創設された大きな目的の一つは、高齢者の介護を社会全体で
支え合う仕組みを設けることで、家族による過度な介護負担を軽減することに
あった。

制度の創設とその後の介護サービスの充実に伴い、家族の負担は軽減された
面もあるが、今なお、介護サービスを利用していない場合だけでなく利用してい
る場合でも、多くの家族は何らかの心理的な負担感や孤立感を有しており、特に、
認知症の人を介護している家族の場合にこの傾向が強い。

また、一億総活躍社会の実現の観点から、①必要な介護サービスの確保を図る
とともに、②家族の柔軟な働き方の確保、働く家族等に対する相談・支援の充実
を図ることで、働く人が家族の介護のために離職せざるを得ない状況を防ぎ、希
望する者が働き続けられる社会の実現を目指すこととされている。

こうした点を踏まえ、市町村で実施している家族介護支援事業に加え、地域包括
支援センターの土日祝日の開所や、電話等による相談体制の拡充、地域に出
向いた相談会の実施、企業や労働担当部門との連携など、地域の実情を踏まえ、
家族等に対する相談・支援体制の強化を図ることが重要である。 36

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）
第十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条
に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立し
た日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、
継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければなら
ない。

六 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、
利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等の
その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、
利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課
題を把握しなければならない。

七 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメン
ト」という。）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し
て行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を
利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
（平成11年厚生省令第38号）（抄）
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八 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果
に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が
提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題
に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及び
その家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき
課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及
び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービ
ス計画の原案を作成しなければならない。

九 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス
計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サー
ビス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この条にお
いて「担当者」という。）を召集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催により、利
用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計
画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるもの
とする。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等によ
り、主治の医師又は歯科医師（以下この条において「主治の医師等」という。）の
意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合につ
いては、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

（つづき）
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課題分析標準項目（23項目）

【出典】平成11年11月12日老企29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」

No. 標準項目名 項目の主な内容（例）

１ 基本情報（受付、利用者等基本情報） 居宅サービス計画作成についての利用者受付情報（受付日時、受付対応者、受付方法等）、利用者の基本情報（氏名、性別、生年月日、住所・電話番号
等の連絡先）、利用者以外の家族等の基本情報について記載する項目

２ 生活状況 利用者の現在の生活状況、生活歴等について記載する項目

３ 利用者の被保険者情報 利用者の被保険者情報（介護保険、医療保険、生活保護、身体障害者手帳の有無等）について記載する項目

４ 現在利用しているサービスの状況 介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けているサービスの状況について記載する項目

５ 障害老人の日常生活自立度 障害老人の日常生活自立度について記載する項目

６ 認知症である老人の日常生活自立度 認知症である老人の日常生活自立度について記載する項目

７ 主訴 利用者及びその家族の主訴や要望について記載する項目

８ 認定情報 利用者の認定結果（要介護状態区分、審査会の意見、支給限度額等）について記載する項目

９ 課題分析（アセスメント）理由 当該課題分析（アセスメント）の理由（初回、定期、退院退所時等）について記載する項目

基本情報に関する項目

課題分析（アセスメント）に関する項目

No. 標準項目名 項目の主な内容（例）

10 健康状態 利用者の健康状態（既往歴、主傷病、症状、痛み等）について記載する項目

11 ADL ＡＤＬ（寝返り、起きあがり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等）に関する項目

12 IADL ＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する項目

13 認知 日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関する項目

14 コミュニケーション能力 意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーションに関する項目

15 社会との関わり 社会との関わり（社会的活動への参加意欲、社会との関わりの変化、喪失感や孤独感等）に関する項目

16 排尿・排便 失禁の状況、排尿排泄後の後始末、コントロール方法、頻度などに関する項目

17 じょく瘡・皮膚の問題 じょく瘡の程度、皮膚の清潔状況等に関する項目

18 口腔衛生 歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目

19 食事摂取 食事摂取（栄養、食事回数、水分量等）に関する項目

20 問題行動 問題行動（暴言暴行、徘徊、介護の抵抗、収集癖、火の不始末、不潔行為、異食行動等）に関する項目

21 介護力 利用者の介護力（介護者の有無、介護者の介護意思、介護負担、主な介護者に関する情報等）に関する項目

22 居住環境 住宅改修の必要性、危険個所等の現在の居住環境について記載する項目

23 特別な状況 特別な状況（虐待、ターミナルケア等）に関する項目

39

介護支援専門員養成研修の概要

１．実施主体
○ 都道府県又は都道府県知事の指定した研修実施機関

２．研修内容

３．研修の費用
○ 地域医療介護総合確保基⾦の活⽤が可能（※ ただし、研修教材等の実費相当分や受講者の旅費･宿泊費は受講者が負担）

主な対象者（受講要件） 研修時間
介護支援専門員の資格取得を希望する場合

実務研修 実務研修受講試験の合格者 87時間以上

介護支援専門員の資格継続を希望する場合

更新研修 介護⽀援専門員の有効期間が概ね１年以内の者
（※ ２回目以降の更新の場合）

88時間以上
（32時間以上）

専門研修 専門Ⅰ課程︓就業後６⽉以上の実務従事者
専門Ⅱ課程︓専門Ⅰ修了者であって、就業後３年以上の実務従事者

Ⅰ︓56時間以上
Ⅱ︓32時間以上

介護支援専門員の資格再取得を希望する場合

再研修 介護⽀援専門員証の再交付を希望する者 54時間以上

主任介護支援専門員の資格取得･資格継続を希望する場合

主任研修 更新研修又は専門Ⅰ･Ⅱ研修の修了者 70時間以上

主任更新研修 主任介護⽀援専門員の有効期間が概ね２年以内の者 46時間以上
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介護支援専門員更新研修のカリキュラム
厚生労働大臣が定める介護⽀援専門員等に係る研修の基準（平成18年厚生労働省告⽰第218号）

研修科目 時間

講
義 介護保険制度及び地域包括ケアシステムの現状 ３

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開（※） ４

対人個別援助技術及び地域援助技術 ３

ケアマネジメントの実践における倫理 ２

ケアマネジメントに必要な医療との連携及び多職種協働の実践 ４

個人での学習及び介護⽀援専門員相互間の学習 ２

講
義
・
演
習

ケアマネジメントにおける実践の振り返り及び課題の設定 12

ケアマネジメントの演習

リハビリテーション及び福祉⽤具の活⽤に関する事例 ４

看取り等における看護サービスの活⽤に関する事例 ４

認知症に関する事例 ４

⼊退院時等における医療との連携に関する事例 ４

家族への⽀援の視点が必要な事例 ４

社会資源の活⽤に向けた関係機関との連携に関する事例 ４

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス
施設サービス等）の活⽤に関する事例 ４

研修科目 時間

講
義
・
演
習

ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表

リハビリテーション及び福祉⽤具の活⽤に関する事
例（※） ４

看取り等における看護サービスの活⽤に関する事例
（※） ４

認知症に関する事例（※） ４

⼊退院時等における医療との連携に関する事例（※） ４

家族への⽀援の視点が必要な事例（※） ４

社会資源の活⽤に向けた関係機関との連携に関する
事例（※） ４

状態に応じた多様なサービス（地域密着型サービス
施設サービス等）の活⽤に関する事例（※） ４
研修全体を振り返っての意⾒交換、講評及びネット
ワーク作り 2

合 計 88

注１）更新研修の受講が２回目以降の場合には、※印の科目のみ受講。
⇒ ※印なし︓56時間（専門研修Ⅰ）

※印あり︓32時間（専門研修Ⅱ）

注２）修了評価を実施すること。
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ヤングケアラーＰＴ報告書への対応方針（介護分野）

項目名
取り組むべき施策

（ＰＴ報告書）
措置

見込み 対応方針

（
１
）
早
期
発
見
・把
握

医療機関・福祉事業
者の関わりがある場
合に、ヤングケアラー
を把握する取組

国は、ケアを必要とする人に関わることが想定される医
療、介護、福祉等の関係機関や専門職員を対象に各地方
自治体が行う、ヤングケアラーの概念、ヤングケアラー発
見のための着眼点や対応する上で配慮する事項等、ヤン
グケアラーについて学ぶ研修を推進する。

こうした研修により、ヤングケアラーを早期に把握すると
ともに、国は、学校現場や他の専門機関から、ヤングケア
ラーに関する情報提供が福祉事業者や地方自治体の福
祉部門にあった場合、適切な支援につながるよう、個人情
報の取扱方法を含め、適切かつ効果的な情報連携の方法
について検討する。

Ｒ３

年度
中
（一部
Ｒ４）

○ 介護支援専門員については、令和３年度調
査研究事業において法定研修に係るカリキュラ
ムやガイドラインの見直しに向けて内容を検討
することとしており、その見直しの中で、今般の
報告書を踏まえた検討を行った上で、その内容
をお示しする予定。

Ｒ４

予算
要求

○ ヤングケアラー等の家族介護者を支援する
ため、地域医療介護総合確保基金の枠組みを
活用して、都道府県が行う地域包括支援セン
ター等を対象とした各種研修等の実施、介護者
の集いの場等立ち上げに係るマニュアルの作
成のために必要な経費に対して助成することを
検討。

（
２
）
支
援
策
の
推
進

ヤングケアラーが子
どもであることを踏ま
えた適切な福祉サー
ビス等の運用の検討

国では、既に家族介護者がいることをもって一律に居宅
サービス等の対象外とはしないよう、地方自治体に通知し
ているが、特に、子どもが主たる介護者となっている場合
には、子どもを「介護力」とすることを前提とせず、居宅
サービス等の利用について十分配意するなど、ヤングケア
ラーがケアする場合のその家族に対するアセスメントの留
意点等について地方自治体や関係団体に周知を行う。ま
た、サービス提供主体が、ヤングケアラーのいる家族に対
して介護サービスを行う場合の取扱いの明確化の検討、
障害福祉サービスの家事援助を行う場合の取扱いの再周
知を行う。

Ｒ３

年度
中
（一部
Ｒ４）

○ とりまとめを踏まえ、令和３年度調査研究事
業の中で、ヤングケアラーがいる場合のケアマ
ネジメントの留意事項をとりまとめ、自治体・関
係団体等に周知する予定。

○ ヤングケアラーのいる家族に対して介護サー
ビスを行う場合の取扱いについては、令和３年
度調査研究事業の中で検討。

（３
）社
会
的
認
知
度
の
向
上

福祉や教育分野な
ど関係者の理解促進

関係機関・団体から支援が必要なヤングケアラーに係る
相談を受けた場合には、門前払いやたらい回しにすること
なく、しっかりと受け止められるようにすることが必要である。
そこで、国は、前述したように福祉、介護、医療、教育と
いったそれぞれの機関・分野において、ヤングケアラーに
関する周知・広報や研修を行う。

Ｒ４

予算
要求

○ ヤングケアラー等の家族介護者を支援する
ため、地域医療介護総合確保基金の枠組みを
活用して、都道府県が行う地域包括支援セン
ター等を対象とした各種研修等の実施、介護者
の集いの場等立ち上げに係るマニュアルの作
成のために必要な経費に対して助成することを
検討。【再掲】
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家族介護者支援に係る研修等事業

◆ 家族介護者支援については、介護保険事業（支援）計画の策定に係る基本指針（厚労省告示）においても、サービ
ス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項に位置付けられ、「地域の実情を踏まえ、家族等に対する相談・
支援体制の強化を図ることが重要である。」としているところ。

◆ 世帯が抱える課題が多様化する中、家族介護者（ケアラー・ヤングケアラー）の状況が高齢者の自立した生活にも
大きな影響を与える可能性があるため、家族介護支援の取組を促進する必要がある。

◆ このため、家族介護者を支援するため、都道府県が行う地域包括支援センター等を対象とした各種研修等の実施、
介護者の集いの場の立ち上げに係るマニュアルの作成のために必要な経費に対して助成する。

地域医療介護総合確保基⾦・137億円の内数

ケアラー支援関係機関向け研修事業 介護者の集いの場マニュアルの作成

地域医療介護総合確保基⾦（介護従事者確保分）︓ １３７億円の内数

【予算項目】（項）介護保険制度運営推進費 （目）医療介護提供体制改⾰推進交付⾦ 【実施主体】 都道府県 【補助率】 ２／３

新

市町村におけるケアラー等への支援体制を強化するため、
地域包括支援センター職員等を対象とした研修を実施し、
ケアラーに対する支援体制の強化を図る。

（対象者）：地域包括支援センター職員、高齢部門市町村職員 等

（カリキュラム）：ケアラー等の現状や課題を理解し、ケアラーや
ヤングケアラーの発見と支援ニーズの把握、
関係機関との連携方策、ケアラーの実際の体験談等

ケアラー同士が話し合える高齢
者や認知症などの対象別の集い
の場等の事例をもとに、立ち上げ、
運営手法をまとめたマニュアルを
作成し、集いの場等の立ち上げ
を促進する。

（マニュアルの内容）

集いの場の立ち上げ方法、効果的な
運営を行っている地域の集いの場等
の事例等
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令和４年度概算要求

他分野関係

－　　－58



令和３年度におけるヤングケアラーの支援に関する取組

小学生及び大学生に対するヤングケアラーの実態調査並びに一般国民を対象としたヤングケアラーの認知度調査を
行う。

○現状と課題
➢ 昨年度、中学２年生及び高校２年生を対象としたヤングケアラーに係る全国調査を実施したが、小学生や大学生を対象と

した全国調査は行っておらず、それら年代の家族ケアの状況、ヤングケアラーの実態は明らかとなっていない。
➢ ヤングケアラーの社会的認知度の向上は重要であるが、これまで社会全体の認知度を調査した結果は存在しない。

２．ヤングケアラーの実態に関する調査研究

ヤングケアラーの社会的認知度の向上を図るため、広報啓発ポスターを作成して関係機関・団体等へ配布するととも
に、インターネット動画広告の配信や、シンポジウムを開催予定。

○現状と課題
➢ 昨年度調査では、中高生の８割以上がヤングケアラーについて、「聞いたことがない」と回答しており、認知度が低い。

３．ヤングケアラーの社会的認知度向上のための広報啓発

○現状と課題
➢ これまで、ヤングケアラーに関する調査研究では、要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」という。）や教育現場等へ

の実態調査のほか、ヤングケアラーの早期発見・支援に活用するためのアセスメントシートやガイドラインの作成などを行っ
てきた。これら調査研究においては、今後のヤングケアラーへの支援方策の一つとして、自治体、教育委員会、学校等多機
関連携の重要性が挙げられている。

➢ その一方、多機関連携によるヤングケアラー支援の実態は必ずしも明らかになっておらず、自治体等にヤングケアラー
の認知から適切な機関への引継（情報提供）、支援までのノウハウの蓄積などがない状況にある。

多機関連携（要対協、市区町村（高齢者福祉部門、障害福祉部門）、教育委員会のほか、ケアマネージャー、相談支
援専門員、スクールソーシャルワーカー、医療ソーシャルワーカー、精神保健福祉士等支援担当者）によるヤングケア
ラー支援マニュアルを作成するとともに、当該マニュアルに基づくモデル事業を実施し、多機関連携によるヤングケア
ラーへの適切な支援の在り方について検討を行う。

１．多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する調査研究
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○早期発見・把握
・ 地域での実態を踏まえ、きめ細やかな支援を行う必要があるが、地方自治体での実態把握が不十分。
・ 福祉、介護、医療、学校等、関係機関におけるヤングケアラーに関する研修等は十分でなく、ヤングケアラーの概念の認知度も高くない。

○相談支援など支援策の推進
・ ヤングケアラーに対する具体的支援策、支援につなぐための窓口が明確でない。
・ 世話をしている家族が「いる」中高生の６割以上が相談した経験がなく、支援者団体等が運営する相談窓口につながっていない可能性がある。
・ 子育て世代家庭への家事や子育てを支援するサービスが不足している。

○社会的認知度の向上
・ ヤングケアラーの社会的認知度が低く、支援が必要な子どもがいても、子ども自身や周囲の大人が気付くことができない。中高生の８割以上が
ヤングケアラーについて、「聞いたことがない」と回答しており、適切な支援につなげるためには社会的認知度の向上が重要。

１．現状と課題

○ ヤングケアラー支援体制強化事業の創設【新規】
➢ ヤングケアラーの実態調査・支援研修の推進
・ 実態調査又は福祉・介護・医療・教育等の関係機関（要対協構成機関も含む）職員がヤングケアラーについて学ぶための研修等を実施する地方

自治体に対して財政支援を行う。

➢ ヤングケアラーの支援体制の構築（モデル事業の実施）
・ 地方自治体におけるヤングケアラーの支援体制を構築するため、モデル事業として、地方自治体に関係機関と民間支援団体等とのパイプ役と

なる「ヤングケアラー・コーディネーター」を配置 / ピアサポート等の悩み相談を行う支援者団体への支援 / ヤングケアラー同士が悩みや経験を

共有し合うオンラインサロンの設置運営･支援等に財政支援を行う。

○ ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業の創設【新規】
・ 表面化しにくいヤングケアラーの孤独・孤立を防ぎ、継続した相談・支援体制を構築するため、民間団体等で全国規模のイベントやシンポジウム

等を開催し、地域ごとの当事者、支援者同士の相互交流を促すことにより、ヤングケアラーの相互ネットワークの形成を図る。

○ 子育て世帯訪問支援モデル事業の創設【新規】
・ 幼いきょうだいの世話等のため子どもらしい生活を送ることができないヤングケアラーや育児等に不安を抱える家庭に対して育児支援ヘルパー

を派遣し、傾聴による相談支援、家事・育児支援等を行う。

○ ヤングケアラーに関する社会的認知度の向上 【拡充】 ※児童虐待防止対策等推進事業委託費に計上

・ 令和４年度から令和６年度までの３年間を「集中取組期間」として、中高生の認知度５割を目指し、ヤングケアラーの社会的認知度の向上に向け

た集中的な広報啓発を実施。

２．対応方針
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ヤングケアラーの支援に向けた令和４年度予算概算要求の概要

ヤングケアラー（注）の⽀援体制を強化するため、実態調査又は福祉・介護・医療・教育等の関係機関（要対協構
成機関も含む）職員がヤングケアラーについて学ぶための研修等を実施する地⽅⾃治体に対して、財政⽀援を⾏う。

１．事業内容

２．補助額等

R４概算要求︓364億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）

３．事業イメ－ジ

ヤ ン グ ケ ア ラ ー 支 援 体 制 強 化 事 業 【 新 規 】
（ ヤ ン グ ケ ア ラ ー 実 態 調 査 ・ 研 修 推 進 事 業 ）
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（１）実態調査・把握
➀実施主体 都道府県、市区町村
②補助基準額 都道府県１か所あたり 5,415千円

市区町村１か所あたり 2,977千円
③負担割合 国１／２、実施主体１／２

（２）関係機関職員研修
➀実施主体 都道府県、市区町村
②補助基準額 都道府県１か所あたり 3,089千円

市区町村１か所あたり 2,046千円
③負担割合 国１／２、実施主体１／２

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰは、⽀援が必要で
あっても表面化しにくい構
造。⽀援策を検討するため、
まずは都道府県・市区町村
単位での実態調査を実施。

■福祉事務所
■地域包括ケアセンター
■市町村保健センター
■児童相談所
■児童福祉施設
■社会福祉協議会
■⺠生・児童委員
■保健所
■司法関係機関 等

■学校
■教育委員会
■ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
■ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ

■病院
■医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
■訪問介護員
■その他関係機関
■⺠間団体 等

都 道 府 県
市 区 町 村

※下記事業のいずれかを実施した場合に補助。事業委託も可。

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-の⽀援にあたっては、福祉・介護・医療・教育等関係機関職員に
よるｱｳﾄﾘｰﾁが重要。ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰに気付く体制を構築するため、以下に類する
機関の職員に対して、ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰの発⾒や⽀援策に係る研修等を実施。

関係機関（福祉・介護・医療・教育等）

（１）実態調査・把握

（２）関係機関職員研修

（注）︓本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを⽇常的に⾏っている⼦ども

連
携

地⽅⾃治体におけるヤングケアラーの⽀援体制の構築を⽀援するため、
・ 地⽅⾃治体に関係機関と⺠間⽀援団体等とのパイプ役となる「ヤングケアラー・コーディネーター」を配置

し、ヤングケアラーを適切な福祉サービスにつなぐ機能の強化（当該コーディネーターへの研修もセット）
・ ピアサポート等の悩み相談を⾏う⽀援者団体への⽀援
・ ヤングケアラー同士が悩みや経験を共有し合うオンラインサロンの設置運営･⽀援等に財政⽀援を⾏う。

１．事業内容

２．補助額等

R４概算要求︓364億円の内数（児童虐待・DV対策等総合支援事業）

３．事業イメ－ジ
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（１）ヤングケアラー・コーディネーターの配置
➀実施主体 都道府県、市区町村
②補助基準額 都道府県１か所あたり 8,679千円

市区町村１か所あたり 6,801千円
③負担割合 国︓10／10

（２）ピアサポート等相談⽀援体制の推進
➀実施主体 都道府県、市区町村
②補助基準額 都道府県１か所あたり 7,030千円

市区町村１か所あたり 3,276千円
③負担割合 国︓10／10

（３）オンラインサロンの運営・⽀援
➀実施主体 都道府県、市区町村
②補助基準額 都道府県１か所あたり 3,563千円

市区町村１か所あたり 2,061千円
③負担割合 国︓10／10

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-･
ｺ-ﾃﾞｨﾈ-ﾀ-

把握・発⾒したﾔﾝｸﾞｹｱﾗ
-を適切な支援に繋ぐ

地方自治体（福祉事
務所等）に配置

ｵﾝﾗｲﾝｻﾛﾝ

SNS･ｱﾌﾟﾘ等を活用
した集い・語りの場

地方自治体が自ら運営
又はNPOや⺠間団体等
が⾏う活動への支援

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-

配置

連
携

⽀
援

ﾋﾟｱｻﾎﾟ-ﾄ
当事者･支援者の
⺠間団体等が⾏う
活動を支援

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗ-に寄り添い､
必要な相談支援を⾏う

ヤ ン グ ケ ア ラ ー 支 援 体 制 強 化 事 業 【 新 規 】
（ ヤ ン グ ケ ア ラ ー 支 援 体 制 構 築 モ デ ル 事 業 ）

※下記事業のいずれかを実施した場合に補助

運
営
・
⽀
援

適切な⽀援

都 道 府 県
市 区 町 村

相談・⽀援 相談・悩み共有

表面化しにくいヤングケアラーの孤独・孤⽴を防ぎ、継続した相談・⽀援体制を構築するため、⺠間団体等で全国規
模のイベントやシンポジウム等を開催し、地域ごとの当事者、⽀援者同士の相互交流を促すことにより、ヤングケア
ラーの相互ネットワークの形成を図る。

（内 容）
① 地⽅⾃治体に対するヤングケアラー⽀援に関する啓発
② 地⽅⾃治体、ヤングケアラー、⽀援者・当事者団体との相互交流・発展
③ ヤングケアラーに対する相談⽀援の推進、地⽅⾃治体による相談機能の強化 等

※ ⺠間事業者等の提案により具体的な内容を決定。

法人（公募により選定）

国︓定額（10／10相当）

１．事業内容

２．実施主体

R４概算要求︓0.1億円（ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業）

３．補助率

ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業【新規】
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地域ごとの当事者、⽀援者が相互に交流し、
悩みや課題を共有できる機会を設けること
で、全国的な相互ネットワークを形成し、
ヤングケアラーの孤独・孤⽴の防⽌するこ
とにつなげる。

身近に相談できる者がおらず、育児等に対して不安・負担を抱えている者、又は、幼いきょうだいの世話等のた
め子どもらしい生活を送ることができないヤングケアラー等に対して、育児支援ヘルパーを派遣し、不安や悩みを
傾聴する相談支援や家事・育児の支援等をモデル的に実施することにより、家庭を支え、虐待リスク等の高まりを
未然に防ぐための体制整備を推進する。

１．事業内容

２．実施主体

市区町村（NPO法人等に委託可）

・家事・育児に対して不安・負担を抱えている者
・特定妊婦や若年妊婦、ヤングケアラー等
・保護者自身の疾病、障害等により家事・育児の支援を必要とする者 等

３．対象者（案）

７．支援内容（例）

R４概算要求：364億円の内数（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業）

１時間当たり3,000円＋交通費等

50自治体

５．補助率

４．補助基準額

・家庭が抱えている不安や悩み等の傾聴及び相談支援
・家事・育児支援、保育所の送迎支援
・地域の子育て支援施策の情報提供や申請手続等の援助 等

支援イメージ

国１／２、市区町村１／２

６．予算か所数

家事支援のイメージ
育児支援のイメージ
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子 育 て 世 帯 訪 問 支 援 モ デ ル 事 業 （ 仮 称 ） 【 新 規 】
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児 童 虐 待 防 止 対 策 等 推 進 事 業 委 託 費 【 拡 充 】

① 198回通常国会において「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、親権者等による体罰
の禁止が法定化され、さらに、衆議院及び参議院の附帯決議において、体罰が子どもに与える影響について広く国民が理解できるよう
啓発活動に努めることが定められた。これを受け、令和２年度から国民が「しつけのための体罰」を行わない子育てについて広く理解
できるよう、体罰等によらない子育てについて様々な広告媒体を活用した広報啓発を行っているが、令和２年度の調査研究において、
法改正により体罰が禁止されたことへの認知度は約２割に止まり、引き続きの広報啓発が求められることから、令和４年度においても
体罰禁止の背景にある「なぜ、体罰は許されないのか」を伝えることで体罰の禁止についての社会的認知度をより一層高め、もって児
童虐待防止対策の推進に寄与することを目的とする。

② ヤングケアラーについては、令和２年度「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」において、中高生の８割以上が「ヤングケア
ラーについて、聞いたことがない」と回答しており、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげるためには、子ども自身は
もちろん、周囲の大人も含め、ヤングケアラーの社会的認知度の向上が極めて重要と考えられる。そこで「ヤングケアラーの支援に向
けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」とりまとめ報告において、令和４年度から３年間を「集中取組期間」とし、
ヤングケアラーの社会的認知度の向上に集中的に取り組むこととしており、年間を通じて、様々な広告媒体を活用した広報啓発を行い、
社会的認知度を高めることをもってヤングケアラーの普及推進に寄与することを目的とする。

（広報啓発内容）

ⅰ ポスター・リーフレット等の製作・配付

ⅱ テレビＣＭ、インターネット広告等を活用したより幅広い普及啓発

ⅲ 全国フォーラム/シンポジウムの開催等を通じた普及啓発

※ 事業者等の提案に基づき、事業実施予定。

国（公募により､委託事業者を選定）

１．事業内容

２．実施主体
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R３予算：0.8億円 → R４概算要求：2.1億円（児童虐待防止対策推進事業委託費）

ヤングケアラーの支援における障害保健福祉部の対応

対応のご報告

ポイント

ヤングケアラーPTとりまとめ報告を受けて、以下の事務連絡を自治体あてに発出した。
○「「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」のとりまと

め報告を踏まえた留意事項等について」（令和３年７月12日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部障害福祉課事務連絡）

主なポイントは以下のとおりである。

○ヤングケアラーがいる家庭に対して計画相談支援を実施するに当たっては、ヤングケアラーが世帯
におり、配慮が必要なこと等の利用者の個別性も踏まえたサービス等利用計画の作成や適切な頻度
でのモニタリングを実施すること。また、これらに際しては医療・保育・教育等の関係機関との連
携が重要であること。

○ヤングケアラーがいる家庭に対して計画相談支援を実施した際には、次のような加算の算定が可能
であること。
①医療・保育・教育機関等連携加算
（ヤングケアラーである家族の状況等を踏まえたサービス等利用計画を適切に作成するため、児童相談所等の関係機関と面談を行い、利用者等に関する

必要な情報を提供を受けた上で、サービス等利用計画を作成した場合）

②集中支援加算
（ヤングケアラーの状況等を踏まえた障害福祉サービス等の利用調整を円滑に行うため、関係機関が主催する会議へ参加した場合）

○ヤングケアラーがいる家庭に対する居宅介護等の介護給付費の支給決定の判断に当たって介護を行
う者の状況を勘案する際、ヤングケアラーが子どもらしい暮らしを奪われることのないよう配慮す
ること。

○ヤングケアラーが親に代わって行う家事・育児等も、必要に応じて居宅介護等の対象範囲に含まれ
ること。

等を改めて自治体に向けて周知した。
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【主なテーマ（予定）】

 コロナ・感染症対応（その１）

 外来（その１）

 入院（その１）

 在宅（その１）

 歯科（その１）

 調剤（その１）

 個別事項（その１）

 働き方改革の推進

 不妊治療の保険適用

 医薬品の適切な使用の推進

 歯科用貴金属の随時改定

次期診療報酬改定に向けた主な検討内容について

○ 次期診療報酬改定に向けては、中医協総会において令和３年７月より「次期改定の論点等」として議論
を進める予定としているところ、以下のテーマごとに論点整理を進め、９月を目途に「意見の整理」をまとめ
ていくこととしたい。

中 医 協 総 － １

３ ． ７ ． ７
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（入院医療における他の取組）

・ 病気になり入院しても、住み慣れた地域で継続して生活できるよう、入院前や入院早期からの支援の強化や退院時の地
域の関係者との連携を評価している。

・ 患者の重症度等に応じた質の高い救急医療を適切に評価する観点から、累次の改定において、救急医療管理加算の要
件及び評価の見直しを行っている。
・ 医療資源の少ない地域の医療機関については、診療報酬の要件緩和等を行っている。

・ 日帰り、１泊２日入院及び４泊５日入院による手術等を行うための管理等について、包括的な評価を行う短期滞在手術等
基本料が設定されている。
・ 平成30年度以降、DPC対象病院においては、DPC/PDPSによる評価を優先する（点数設定方式Dにより設定。）こととし、短
期滞在手術等基本料２及び３は算定不可となっている。実態等に合わせ、対象手術等や評価の見直しを実施してきている。

○ 人口減少・高齢化が着実に進み、医療ニーズの質・量が徐々に変化し、マンパワーの制約も一層厳しくなる中、
個々の患者の状態に応じて、適切に医療資源が投入され、より効果的・効率的に質の高い入院医療が提供される
よう、医療機能の分化・連携の促進を推進する入院医療の提供体制の評価のあり方について、どのように考える
か。

【論点】

入院医療についての課題と論点
中医協 総－２
３ ． ８ ． ２ ５
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スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
による教育相談体制の充実

令和4年度要求・要望額 98億円

（前年度予算額 72億円）

スクールカウンセラー等活用事業 スクールソーシャルワーカー活用事業

 義務教育段階の不登校児童⽣徒数は、平成24年度から７年連続で全体の⼈数・児童⽣徒千⼈当たりの⼈数ともに増加しており、
様々な課題を抱える児童⽣徒への早期支援、不登校状態にある児童⽣徒への⼿厚い支援に向けた相談体制の充実が必要。

 また、社会問題化している昨今の児童虐待相談対応件数の急増等を踏まえ、学校における児童虐待の未然防⽌・早期発⾒や、
児童虐待発⽣時の迅速・的確な対応に向けた相談体制の充実も喫緊の課題。

 さらに、令和３年６⽉に成⽴した「教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌等に関する法律」や、令和３年５⽉に取りまとめた
「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」報告書等を踏まえ、児童⽣徒性暴⼒等の早期対応に
向けた相談体制の充実も課題。

令和４年度概算要求︓6,145百万円(前年度予算額︓ 5,278百万円） 令和４年度概算要求︓3,640百万円(前年度予算額︓ 1,938百万円）

 児童⽣徒の⼼理に関して専門的な知識・経験を有する者
⇒児童の⼼理に関する支援に従事（学教法施⾏規則）

 福祉に関して専門的な知識・経験を有する者
⇒児童の福祉に関する支援に従事（学教法施⾏規則）

 補助割合︓国１/３、都道府県・政令指定都市２/３
 実施主体︓都道府県・政令指定都市
 補助対象経費︓報酬・期末⼿当、交通費等

 補助割合︓国１/３、都道府県・政令指定都市・中核市２/３
 実施主体︓都道府県・政令指定都市・中核市
 補助対象経費︓報酬・期末⼿当、交通費等

 全公⽴⼩中学校に対する配置（27,500校）
 配置時間︓週１回概ね４時間程度

基盤となる配置
 全中学校区に対する配置（10,000中学校区）
 配置時間︓週１回３時間→週２回３時間に拡充

 いじめ・不登校対策のための重点配置︓1,500校（←1000校）

重
点
配
置
等

いじめ
不登校

虐待
貧困

 虐待対策のための重点配置 ︓1,500校（←1,200校）

質の向上  スーパーバイザーの配置 ︓114人（←90⼈）

 いじめ・不登校対策のための重点配置︓1,500校（←1,000校）

 虐待対策のための重点配置 ︓2,000校（←1,500校）

 スーパーバイザーの配置 ︓114人（←90⼈）

※不登校特例校や夜間中学への配置を含む
 教育支援センターの機能強化 ︓250箇所

※不登校特例校や夜間中学への配置を含む
 教育支援センターの機能強化 ︓250箇所

 貧困対策のための重点配置 ︓1,900校（←1,400校）  貧困対策のための重点配置 ︓1,900校（←1,400校）

 公認⼼理師、臨床⼼理⼠等  社会福祉⼠、精神保健福祉⼠等

補助制度

求められる能⼒・資格

基礎配置に加え、配置時間を週１回４時間→週１回８時間に拡充 基礎配置に加え、配置時間を週１回３時間

児童生徒1000人当たりの
不登校児童生徒数（小中）
※単位：人
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自治体における対応事例
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自治体におけるヤングケアラーと思われる子どもへの対応事例①
令和元年度 子ども･子育て支援推進調査研究事業
「ヤングケアラーへの早期対応に関する研究報告書」
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）より

・中学２年生。
・６人きょうだいの長子。
・下のきょうだい（０～１２歳）の世話をしており、学校を休むことがある。
・小学校から、母親の体調が不良で本児がきょうだいの世話をしているとの情報提供があった。

ヤングケアラーの状況

支援内容・支援機関

・子ども本人：担任教師の定期的な家庭訪問。スクールソーシャルワーカーによる登校勧奨。
・きょうだい：保健師による定期的な家庭訪問と予防接種・健診の勧奨。
・親：生活保護支給と保護係ＣＷによる生活指導。子育て支援課による生活・育児相談及び登校

させる旨の指導。

守られていなかった子どもの権利や子ども自身の認識の変化等

・教育を受ける権利：欠席が減り、進路目標ができた。
・子どもらしく過ごせる権利：学校で友人と楽しく過ごすようになった。
・きょうだいの世話による欠席がなくなったことで、毎日登校でき、表情も穏やかになった。
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自治体におけるヤングケアラーと思われる子どもへの対応事例②
令和元年度 子ども･子育て支援推進調査研究事業
「ヤングケアラーへの早期対応に関する研究報告書」
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）より

・高校２年生。

・母親が統合失調症で金銭管理ができずライフラインが止まってしまうことがある。母親が夜中
に叫びだし寝られず登校できない、心配で母親から離れられない、母親からの行動制限などが
あった。

ヤングケアラーの状況

支援内容・支援機関

・子ども本人：学校、生活保護ＣＷ、児童相談所、学習支援機関
・（疾病のある）親：生活保護ＣＷ、ＰＳＷ

守られていなかった子どもの権利や子ども自身の認識の変化等

・健康に生きる権利：ライフラインが止まらなくなった。
・子どもらしく過ごせる権利：自由に外出できるようになった。

・困ったとき、子ども本人自ら、窓口に相談に来ることができるようになった。母親の病気への認
識ができ、服薬の重要性が理解できたことにより、母親が少し安定した。

ご清聴ありがとうございました。
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